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午前１０時００分 開会  

◎開会・開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２

７年第７回美幌町議会定例会を開会しま

す。

これから、本日の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、４番上杉晃央さん、５番稲

垣淳一さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 会期の決定

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。

去る１２月２日及び本日、議会運営委員

会を開きましたので、委員長から報告を求

めます。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 〔登壇〕 平成

２７年第７回美幌町議会定例会の開催に当

たり、去る１２月２日及び本日１２月８

日、議会運営委員会を開催いたしましたの

で、その内容と結果について報告いたしま

す。

本定例会に付議された案件は、人事案件

２件、議案１１件、意見書案６件、報告事

項４件ほかであります。

本日１２月８日の第１日目は、まず町長

から行政報告があります。その後、一般質

問に入りますが、通告順に、戸澤義典さ

ん、新鞍峯雄さん、上杉晃央さん、坂田美

栄子さんの４名を予定しております。

第２日目、１２月９日は、前日に引き続

き一般質問を行います。稲垣淳一さん、吉

住博幸さん、岡本美代子さん、大江道男さ

んの４名を予定しております。その後、議

案審議へと入り、同意第９号美幌町固定資

産評価審査委員会委員の選任についてか

ら、諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦

についてまでを審議いたします。

３日目、１２月１０日は前日に引き続

き、議案第７４号第６期美幌町総合計画の

基本構想についてから、議案第８４号平成

２７年度美幌町病院事業会計補正予算（第

２号）についてまでの審議をいたします。

第６期美幌町総合計画の基本構想につい

ては、１３名の委員で構成する第６期美幌

町総合計画審査特別委員会を設置し、閉会

中の継続審査といたします。その後、意見

書案の審議、報告案件などを予定しており

ます。

次に、本定例会において、団体からの陳

情及び意見書の提出を求める陳情、要望を

６件受理しておりますので、その取り扱い

について報告いたします。

ゆきとどいた教育をすすめる北海道連絡

会からの、北海道のすべての子どもたちに

ゆきとどいた教育を求める陳情、「新たな

高校教育に関する指針」の見直しをもとめ

る陳情、国の教育予算を増やして「高校無

償化」を復活し、給付制奨学金の確立をも

とめる陳情、「大学生への給付制奨学金創

設」を求める陳情、特別支援学校の「設置

基準」策定を求める陳情、美幌町農民同盟

からの、ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情

報公開と検証を求める陳情、以上の６件に

ついて、それぞれ意見書を作成し、国等の

関係機関へ提出することにいたします。

以上のとおり、審議を進めることとし、

会期を本日１２月８日から１２月１０日ま

での３日間とします。

審議の進行状況によっては、日程を変更

する場合もありますので、議員及び行政職

員各位におかれましては、御理解と御協力

をお願いいたします。慎重なる審議に皆さ

んの御協力をお願いするとともに、行政職

員の皆さんには真摯な答弁と対応を申し上
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げて、議会運営委員会委員長としての報告

といたします。

○議長（大原 昇君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、本定例会の会期を本日か

ら１２月１０日までの３日間といたしたい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は本日から１２月１０

日までの３日間と決定しました。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を

申し上げます。本日の会議につきまして

は、お手元に配付しております議事日程の

とおりであります。朗読については省略さ

せていただきます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。

なお、中嶋議員、風邪のため本日欠席の

旨、沖田教育委員会委員長及び鈴木農業委

員会会長、明日以降、松本選挙管理委員会

委員長、本日午後以降欠席の旨、それぞれ

届け出がありました。

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 行政報告

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 本日、

ここに平成２７年第７回美幌町議会定例会

が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対しまして、心から感謝いた

しますとともに、行政報告と提出案件の概

要について御説明を申し上げます。

行政報告といたしましては、第１に御寄

贈についてであります。

去る１０月２２日、東京都世田谷区にお

住まいの本田忠盛様から、町内の学校で授

業やクラブ活動で活用していただきたい

と、コンサートマリンバ１台（７０万円相

当）を東陽小学校に、コンサートビブラフ

ォン１台（６０万円相当）を旭小学校に、

それぞれ御寄贈いただいたところでありま

す。

御厚志をありがたくお受けし、御趣旨に

沿って活用してまいります。

第２に、パークゴルフ場の整備について

であります。このことについては、平成２

６年５月２６日開催の議会全員協議会にお

いて、現パークゴルフ場の上流部に新設整

備をすることを表明し、平成２６年６月開

催の議会定例会において、補正予算の可決

を得て基本計画に着手したところでありま

す。その後、基本計画の完成を経て、平成

２７年６月１５日から７月１４日までパブ

リックコメントを実施した中で、パブリッ

クコメントは賛否を問うものではありませ

んが、条例に基づき、住所・氏名を明記し

た御意見が２３８件寄せられ、このうち、

パークゴルフ場整備に係る具体的な御提

案・御提言を７０件ほどいただき、その後

も町や私に対しまして多くの町民の皆様か

らさまざまな声が寄せられたところであり

ます。

これらの状況から、１０月２１日開催の

議会全員協議会において、これまでの経過

報告とともに、一度立ちどまって考える時
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間をいただきたいことと、パブリックコメ

ントの具体的な御提案・御提言に対する担

当部局での検討が最終段階にきていること

などを報告させていただいたところであり

ます。

今回、パークゴルフ場の新たな整備、既

存施設に対する御提案・御提言、また新た

に寄せられた御意見などに対する検討の結

果、パークゴルフ場整備に関する陳情が、

平成１０年１２月に提出されてから１７年

が経過し、時代や状況等が変化しているこ

となどを考慮し、現施設の再整備により町

民の方々に喜ばれるパークゴルフ場を整備

することといたしましたので、報告を申し

上げる次第であります。なお、施設整備等

につきましては、今後適時、適宜報告させ

ていただきたいと考えているところであり

ます。

第３に、農作物の生育状況についてであ

ります。

本年は、４月上旬の発達した高気圧の影

響により晴れた日が多く、融雪は４月７日

と平年より３日早くとなりました。４月中

旬の雨や雪の影響で、一部の播種作業にお

くれがありましたが、その後は好天に恵ま

れたことにより、農作業は平年よりも早く

進みました。

７月中旬以降の高温や降雨不足により、

一部農作物の生育に影響が出ましたが、２

２日のまとまった降雨や生産者の懸命な営

農努力、農業関係機関による営農指導によ

り、生育は持ち直し、農作物の収量及び品

質は平年を上回る結果となりました。

１０月８日から９日にかけ、台風２３号

から変わった低気圧が北海道付近を通過し

た影響により、一日の降水量が１４４ミリ

メートルを記録し、農作物や農業施設に被

害が発生しました。特に、秋まき小麦の被

害面積は２３.２８ヘクタール、てん菜は

５.５４ヘクタールで冠水や泥堆積、作物流

出などの被害が発生しましたが、後半は天

候に恵まれたことから、収穫作業は順調に

進みました。

こうした状況から、各作物の予想される

収量及び品質は、水稲は、移植作業は平年

より早く進み、移植後の初期生育も良好

で、６月下旬の低温日照不足でも出穂期は

平年並みでした。登熟期後半の８月下旬以

降は曇りの日が多く、成熟期は平年よりか

なりおくれましたが、登熟期間が確保され

たため、収量は平年を上回り、品質は平年

並みとなりました。

秋まき小麦は、出穂期と成熟期は早ま

り、登熟期間の確保ができました。穂数は

平年並みでしたが、一穂粒数が多く、千粒

重は重くなったことから、収量は平年を大

きく上回り、品質は平年並みとなりまし

た。

春まき小麦は、播種作業はおくれました

が、出穂と成熟期が早まりました。千粒重

及び一穂粒数は平年を下回りましたが、穂

数が確保されたため、収量は平年を上回

り、品質はほぼ平年並みとなりました。

てん菜は、移植作業も順調に進み、湿害

などの気象災害及び褐斑病や西部萎黄病の

発生も少なく、草丈、葉数、根周、根重は

平年を上回り、収量及び糖分も平年を上回

る見込みであります。

バレイショは、植え付け作業も順調に進

み、萌芽期、着蕾期、開花期などの生育は

平年に比べ早くなりました。規格内収量は

平年を上回り、でん粉価も平年を上回りま

した。

タマネギは、播種及び移植も平年より早

く進み、生育は平年を上回り、規格内率が

高く、規格内収量及び品質ともに平年を上

回りました。

大豆、小豆は、播種作業が平年より早く

進み、出芽期、開花期も早まりましたが、

大豆は百粒重が、小豆は着莢数が平年を下

回ったことから、収量も平年を下回りまし

た。

菜豆は、開花期、成熟期も平年よりおく

れましたが、百粒重は平年を上回ったこと
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から、収量も平年を上回りました。大豆の

品質は平年並、小豆及び菜豆の品質は平年

をやや下回りました。

牧草は、収量は平年を上回り、品質は平

年並となりました。

サイレージ用トウモロコシは、収量は平

年を下回りましたが、品質は平年並となり

ました。

なお、５月から１０月における降水量、

気温、日照時間は、参考資料のとおりであ

ります。

次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。

人事案件について。

同意第９号については、本町固定資産評

価審査委員会委員菅原雅之氏は、本年１２

月２４日をもって任期満了となりますの

で、引き続き同氏を選任いたしたく、御同

意を賜りたいのであります。

諮問第３号については、人権擁護委員杢

師美和子氏は平成２８年６月３０日をもっ

て任期満了となりますので、引き続き同氏

を推薦することについて、御意見を賜りた

いのであります。

美幌町総合計画の基本構想について。

議案第７４号第６期美幌町総合計画の基

本構想については、現行の第５期美幌町総

合計画は、平成２７年度をもって計画期間

が終了するため、美幌町自治基本条例第３

６条の規定により、第６期美幌町総合計画

の基本構想について、議決を賜りたいので

あります。

土地改良事業の施行について。

議案第７５号土地改良事業の施行につい

ては、美女地区における団体営土地改良事

業を施行するため、土地改良法に基づき、

土地改良事業計画書の議決をいただきたい

ものであります。

条例の制定について。

議案第７６号美幌町税条例等の一部を改

正する条例制定については、地方税法の一

部改正に伴い、所要の税条例の改正を行う

とともに、国民健康保険税の税率の改正を

行うものであります。

各会計補正予算について。

まず、一般会計の主な内容としては、普

通交付税の確定に伴う財政調整等基金積立

金として、７,３０６万１,０００円。ふる

さと寄付金の増加に伴う事務事業協力報償

費の追加として、７３０万円。地域づくり

総合交付金を活用した、先進農業機械ＧＰ

Ｓシステム導入事業補助金として１,６６０

万円を初め、事務事業の確定に伴う整理、

債務負担行為及び地方債の変更を行おうと

するものであります。

次に、特別会計及び企業会計の主な内容

としては、国民健康保険特別会計について

は、高額療養費の対象となる診療費の増加

に伴う増額などを、介護保険特別会計につ

いては、制度改正に伴う短期宿泊利用サー

ビス委託料の増額などを、病院事業会計に

ついては、外来患者数の増加に伴う材料費

の増額などをそれぞれ行うほか、各会計と

もに事務事業の確定に伴う整理、繰越金の

確定に伴う補正などを行おうとするもので

あります。

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げ、行政報告と提出案件の概要説明と

いたします。

以上、よろしくお願いをいたしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） これで行政報告を

終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 一般質問

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。

通告順により発言を許します。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） 〔登壇〕 町長の

政治姿勢と美幌ふるさと祭りについて一般

質問をさせていただきます。
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事前に通告しておりますが、町長の政治

姿勢について、人口減少対策としての美幌

の総合力とは何か。

９月の定例議会において、子育て支援の

質問をさせていただきましたが、その中で

町長は「少子化・人口減少対策は一過性で

はだめ。継続性・総合的に取り組む」と回

答。また、２回目の答弁では、人口減少対

策にスポットを当て「移住は美幌の総合

力。活気とか生活基盤とかがしっかりして

いる等の総合力が人を呼び込む」と回答さ

れましたが、人口減少対策に焦点を当てた

総合力とは、町長が思われる総合力とは何

かお尋ねいたします。

次に、美幌ふるさと祭りについて３点あ

ります。

１点目は、私は８月に行われた夏祭りの

準備・撤収にボランティアで作業を手伝い

ましたが、そのときはテント等の搬出・格

納、備品管理に関連する役場職員が数人支

援しておりました。

しかしながら、９月の秋祭りにおいて

は、テントの準備・撤収、駐車場の整理等

に十数人の職員が支援したと認識しており

ます。

本来ならば、出店管理料等を徴収してい

る美幌町手作り出店実行委員会が主体とな

り、出店団体等のテントを準備・撤収すべ

きだと思いますが、美幌町手作り出店実行

委員会と美幌町の関係はどのようになって

いるのかお聞きしたいと思います。

２点目、出店に際し役場関係分として、

道路占用料１張りにつき５００円、水道料

出店団体１店舗につき５００円、テント清

掃・運搬料１張りにつき５,８００円、有料

ごみ処分料出店団体１店につき５００円を

美幌町手作り出店実行委員会が徴収してい

ると思いますが、それら経費の収支の詳細

についてお聞きしたいと思います。

３点目、今年度手作り出店実行委員会負

担金として１３０万円を支出しております

が、その負担金が何に使用されたのか。ま

た、過去１０年間の同実行委員会への負担

金等の状況についてお尋ねをいたします。

以上、２項目４点についてお伺いいたし

ます。よろしくお願いをいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 戸澤議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。

初めに、町長の政治姿勢について、人口

減少対策としての美幌の総合力とは何かに

ついてでありますが、人口減少対策におき

ましては、さまざまな観点から取り組む必

要があり、また、その対応は早期かつ長期

的に実施することが重要であると考えてお

ります。

お尋ねの、私が思う総合力とはでありま

すが、美幌町には豊かな自然環境、空港の

近さや整備された道路網などの立地、アク

セスの良さ、農業や林業といった基幹産業

など、さまざまな地域資源があります。ま

た、町の活気や大型スーパー、各商店によ

る生活用品の調達のしやすさ、教育・医

療・介護・福祉の生活基盤の充実など、こ

れらを全てあわせたものが町の総合力であ

ると考えております。

今後もこれらを生かしながら、住環境、

生活環境、子育て環境、教育環境、経済活

動を一体的に考え、次世代につなげる事業

の構築を図り、さらに町の総合力を強化し

てまいりたいと考えております。

このような中、本年１０月には、まち・

ひと・しごと創生法に基づく、美幌版総合

戦略を策定したところでありますが、これ

は産業振興や美幌らしさを生かすこと、子

育て支援強化や住み続けたい生活環境整備

などを柱に、人口減少対策を推進していく

ものであります。

戦略に立てた目標を達成していくため

に、町民組織や庁内組織によって効果検証

をし、一過性ではなく、継続性ある必要な

施策を適宜盛り込みながら見直しを図り、

今後とも美幌で子供を産み育ててみたい、
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住み続けたいと思える環境整備を行い、戦

略的な人口減少対策を進めてまいりたいと

考えております。

次に、美幌ふるさと祭りについて、１点

目の御質問でございますが、手作り出店実

行委員会は平成４年、暴力団の関係する出

店を排除して、その資金源を絶ち、青少年

の健全育成及び町民の安全確保を図るた

め、町民参加による手づくり出店を推進す

ることを目的に設立されたところでありま

す。

イベント的なにぎわいや、人を呼び込み

活性化を図るお祭りとは趣旨・目的が大き

く異なるところであり、実行委員会組織に

暴力追放推進協議会や青少年育成協議会、

自治会連合会の各部会、また商工会議所や

農業協同組合、その他多くの関係機関や団

体が賛同し、実行委員会が設立されており

ます。

町は実行委員会の事務運営が円滑に図れ

るよう事務局を担い、また各構成団体・役

員さらには出店参加をされている皆様と多

くの町民の皆様に、御理解と御協力をいた

だきながら、毎年ふるさと祭りが開催され

ているところであります。

２点目の御質問でありますが、平成２６

年度の決算では、出店者からの負担金とし

て１８９万７,０００円を実行委員会で収入

されております。

一方、支出でありますが、道路占用許可

申請料に３万３,３６０円、道路使用許可申

請料に１０万２,５００円、水道料に２万

６,７６０円、電気設備敷設・電気料に９５

万５,５８４円、テントの清掃やトラック運

搬に３１万３,２４０円、ごみ処分料に３,

８４０円、その他に、３日間のステージイ

ベント９万円、ステージ設営３０万円、舞

台音響２２万円など、参加者が納められる

負担金は、直接的な経費のほかに、ふるさ

と祭りに多くの来場客が足を運んでもらう

支出にも充てられ活用されていると聞いて

おります。

次に、３点目の御質問であります、過去

１０年間の負担金等の状況でありますが、

平成１７年度は負担金１６０万円と、いき

いきふるさと助成金８０万円、平成１８年

度は負担金８０万円と、いきいきふるさと

助成金８０万円、平成１９年度は負担金１

６０万円、平成２０年度は１４０万円、平

成２１年度は１３０万円、平成２２年度は

１２０万円、平成２３年度が１６０万円、

平成２４年度は１３０万円と団体助成金５

万円、平成２５年度以降は１３０万円が支

出されております。

また、負担金の使用についての御質問で

ありますが、ふるさと祭り運営全体に必要

な支出をしております。

主な支出内容として、イベント経費やス

テージ設営、音響設備や仮設資機材等の借

り上げ、保険加入や夜間警備など、祭り準

備から開催実施に係る経費などに充てられ

ております。

実行委員会では、出店者の負担額をでき

るだけふやさないために、必要な経費を工

夫しながら、また収入におきましても、補

助金など他の財源を研究していくと伺って

おりますので、御理解をいただきたいと思

います。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） それでは、町長の

政治姿勢について再質問をさせていただき

ます。

町長が思われる総合力とは、住・生活・

子育て・教育環境及び経済活動を一体的に

考え、次世代につなげる事業の構築を図る

ことと述べられましたが、総合力とは個々

の施策事業の完成形ではないかと私は思い

ます。また、総合力を完成させるには、相

当の期間と経費を要するのではないでしょ

うか。人を呼び込むのは、総合力だけでは

ないと思います。

人口の自然増加に起因する生活のサイク

ルとしては、出産・子育て・教育・就職・
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結婚となるわけですが、その各段階での施

策事業の成否が人口の増減に大きく左右す

るのではないでしょうか。それぞれの段階

で、いかに他市町に引けをとらない施策事

業を行うことが重要ではないかと思いま

す。

また、人口社会増加としては移住政策も

あります。サテライトオフィスの誘致によ

り、人口社会増を遂げている徳島県神山町

が神山の奇跡と称されていますが、本日

は、人口社会増よりも人口自然増の施策の

考え方についてお聞きいたします。

さきの答弁で、美幌版総合戦略で立てた

目標を達成していくため、一過性ではなく

継続性のある必要な施策を適宜盛り込みな

がら見直しを図り、美幌町で子供を育てて

みたい、住み続けたいと思える環境整備を

行い、総合的な人口減少対策を進めたいと

おっしゃいました。町長が思われる一過性

ではなく、継続性のある必要な施策とは何

なのか。また、戦略的な人口減少対策とは

何なのかお聞きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 戸澤議員がおっし

ゃるように、この総合力というのは、個々

の政策の積み上げが全体的、一体的になっ

て形づくられるものだと、私はそのように

思っておりますので、多分議員と同じよう

な考え方だろうと思っております。

それで、他の市町村に引けをとらない、

そういった施策を、事務事業を含めて施策

をとっていくべきではないかというお話あ

りますけれども、私はこの町でしっかりと

そのことはできていると思います。もう少

し僕は自信を持っていいのではないかと思

っております。

総合力という意味では、そういった自信

を持っていいのではないかと、そのように

思っております。

それと、自然増に合わせて、一過性と戦

略的なことという御質問でありますけれど

も、一過性はややもするとばらまき政策に

走りがちだと言われておりますので、この

行政の継続性を含めて一過性であってはだ

めだと、一過性でいいものも中にはあると

思いますけれども、対症療法的なものは一

過性でもやむを得ないことがあると思いま

す。抜本的にいろいろなことをやろうとす

ると、やはり一過性ではだめだろうと私は

考えているところであります。

戦略的というのは、計画を立てて、それ

を戦略・戦術を使ってより大きな形にして

いくのが戦略的と言われると私は思ってお

りますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 総合力という認識

では、個々の施策事業の積み上げが総合力

の完成形につながるという認識は一緒だと

思います。

先ほど町長が、他市町にも負けない施策

を美幌町も実施しているというようなこと

をおっしゃいましたが、例えばオホーツク

管内で、清里・小清水・訓子府・佐呂間・

湧別・滝上・西興部・雄武の各町村は中学

生、あるいは高校生まで医療費無料化の施

策をとっております。それらの自治体の施

策は脅威とは感じないのでしょうか。

近隣ではないから余り感じないかもしれ

ませんけれども、例えば津別町ですとか、

大空町ですとか、あるいは北見、網走が医

療費無料化の施策を行った場合、町長は脅

威とは感じないでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 脅威には感じない

といいますか、それぞれの市町村の実態に

合わせて施策というものはつくられるのだ

ろうと思っておりますので、今、戸澤議員

がおっしゃるように、個別の案件で言うと

それはおくれている、進んでいるというの

はあると思いますけれども、前回もお話し

させていただきましたが、総合的に見てど

うかということなると、やはり私は総合的
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に見るとこの町はまだまだやれると思いま

すし、やってきたという自信を持っていい

のではないかと、そのように思っていると

ころであります。

例えば、個別に脳ドックをしているとこ

ろはどこかあるかと言ったら、多分、今脳

ドックをしているところは少ないと思いま

すし、子供のことで言うと、これもいろい

ろあると思います。

例えば、子供が一生懸命頑張った結果、

いろいろな全国大会に行く経費をどうして

いるのだということになると、我が町は、

議会の理解を得て満額負担させていただい

ていますし、多分そういう市町村は管内的

にないと思います。

ですから、個別の案件ではいろいろと比

較をしたら、それはやっているところとや

っていないところがあります。それは議員

には総合的に見てほしいと思います。いろ

いろと全体を見て、私は判断していただき

たいと思います。

そういった意味で、私は自信を持ってい

いのではないかと思っております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 個別的な話は、今

日はするつもりはありません。

先ほど私が述べました、例えば生活の人

口増加を見据えたときのサイクルとしまし

ては、出産があります。ということで、当

然、まずは出産に関する施策をやらなくて

はならない。産まれたら次は子育て。で

は、子育てに対する施策もやらなくてはな

らない。子供が大きくなれば、教育。教育

に対する施策もやらなくてはならない。教

育が終わったのなら、学校を卒業して就

職。次は、就職に対する施策もやらなくて

はならない。次、また子供を産むためには

結婚。結婚に対する施策もやらなくてはな

らない。それらを順繰り一つ一つ確実にや

っていくことが、町長がおっしゃる総合力

につながっていくのではないかと思われま

す。

ということで、それぞれ各定例会におい

て、各議員の方々がいろいろな部分に対し

て提言をさせていただいております。それ

らを真剣に受けとめて、今言った町長が思

われる総合力を完成させるためには、これ

らの施策を一つ一つ着実にやっていくこと

が最終的な総合力につながっていくのでは

ないかと思いますが、その辺はどうでしょ

うか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員がおっしゃる

ことは、多分私が言っていた考えと一緒だ

と思いますので、人口にスポットを当て

て、今回まち・ひと・しごと創生総合戦略

も立てましたし、人口ビジョンも立てまし

た。

それで、言ってみれば、これらの着実な

推進を図ることが、人口の部分で戸澤議員

がおっしゃるように、各段階における充実

した事務事業を含めてできるのだろうと私

は思っております。まち・ひと・しごと創

生の総合戦略というものを立てましたの

で、その中には人口ビジョンもあります

し、総合戦略もありますので、その中でい

ろいろな事務事業を取り込んでやっていか

なければならないというものになっていま

す。ですから、これの着実な推進が、戸澤

議員がおっしゃるように、この町に住ん

で、そして結婚をして、出産をして、育児

ができて、そして子供の成長を見守れると

いうようなことにつながっていくのだろう

と思っています。この戦略を立てましたの

で、これの着実な推進をぜひとも図ってい

きたいと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 総合力ということ

で、町長と認識が一緒だということはわか

りました。そこで、先ほども町長は回答を

しておりますけれども、美幌版総合戦略に

ついては、継続性のある施策を適宜盛り込
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みながら見直しを図りということでしたの

で、今ある総合戦略が全てではなく、それ

ぞれ各定例会等も含めて、議員の提言等を

聞きながら見直しを図って完成させていく

という認識でよろしいでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） これは、できてす

ぐで、まだ新しいものなので、すぐ見直し

ができるかどうかということはあると思い

ますけれども、状況の変化、あるいは町民

の皆さんの声、議員の皆さんの御提案、こ

れらにしっかり耳を貸していきたいと、そ

のように思っております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） そういうお話であ

れば、今後も前向きに人口増につながる御

提案をしていきたいと思います。

それでは次に、ふるさと祭りについて再

質問をさせていただきます。

ふるさと祭りの出店者は３日間でテント

１張りにつき約２万５,０００円、２張りで

約５万円、３張りだと約７万円の出店料金

が徴収されております。

ことしは、若干出店数は増加したようで

すが、出店数減少の要因には、昨年までは

お手伝い等の人員は美幌町在住者に限定で

すとか、出店料金が高額だというお話を耳

にいたします。

そこで、出店料金を少しでも減額させた

いという思いから質問をさせていただきま

す。また、出店料金を徴収しているのは、

美幌町手づくり出店実行委員会であり、美

幌町とは直接関係がないことも重々承知し

ております。そこで、町に関係すると思わ

れる使用料等について確認をさせていただ

きます。

道路使用料は１団体につき２,５００円、

道路占用料は１平米につき１日８円、テン

ト１張りにつき３日で５００円、徴収され

ております。これらは、道路法等の規則に

より規定されている事項であり、やむを得

ないと思います。

次、テント清掃・運搬料ですが、１張り

につき５,８００円が徴収されています。出

店者は、ことしは４１団体と認識しており

ますが、実際のテント数はわかりませんけ

れども、平均２張りとすると４７万５,６０

０円が徴収されたことになります。

さきの答弁では、テントの清掃やトラッ

ク運搬に合計３１万３,２４０円が支出され

ていますが、出店者全体のテント数とテン

トの清掃に要した費用及びトラック運搬に

要した費用の内訳についてお尋ねいたしま

す。

次に、ごみ処分料は１団体につき５００

円、ことしの出店４１団体を合わせると２

万５００円徴収していますが、合計支出で

は３,８４０円であります。

水道料についても１団体につき５００

円、全体で２万５００円徴収しています

が、出店者専用の水道ではなく、祭り会場

全体としての水道設備と認識しておりま

す。その支出は２万６,７６０円です。

今はごみ処分料と水道料の２点について

申しましたが、ほかの科目も含めて徴収料

金と支出がきちんと適正というか応分とい

うかわかりませんけれども、出店の際に要

する適正な負担となっているのか疑問が残

ります。

美幌町として、ことしは１３０万円を負

担金として支出し、祭りの運営全体に必要

な経費としていると回答しておりました

が、町の負担金は、そのような使用でも問

題はないと思います。

しかしながら、出店者からの参加費用に

ついては、あくまでも出店にかかわる費用

のみ負担を強いるべきであり、祭り全体の

経費を勘案して出店料金を決めるべきでは

ないと思います。出店者も出店することで

祭りに協力しているわけですから、他の経

費まで出店者に負担を求めるのではなく、

祭り全体として経費が不足しているのであ

れば、町を含めた各団体等からの負担金増
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加をお願いするですとか、寄付金を募ると

かするべきではないでしょうか。

美幌町には直接関係はありませんが、例

えば、出店管理料という名目で１張りにつ

き６,５００円が徴収されております。

２０１２年までは１張り５,５００円でし

た。２０１３年から１,０００円アップして

おります。また、同じ年の２０１３年から

出店清掃管理料という名目で１張りにつき

７００円が徴収されています。

出店管理料と出店清掃管理料の違いが何

なのかよくわかりません。いずれにしまし

ても、町として負担金を支出しています

し、事務局を担っているということですか

ら、今後、実行委員会に対し、出店者の適

正負担について意見具申をしていただけれ

ばと思いますが、いかがでしょうか。

少し長くなり、焦点がわかりづらくなり

ましたが、１点目はテント清掃・運搬料の

件、２点目は適正負担の件について御回答

いただければと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 今、戸澤議員

から御質問のありました、まず１点目のテ

ント清掃・運搬料の平成２６年度の決算で

ございますけれども、実行委員会からお聞

きしている部分につきましては、実行委員

会としての参加負担金は４６万９,８００円

で、それに対します、テント清掃・運搬料

として３１万３,２４０円の支出とお聞きを

しているところでございます。

確かに、この部分については差額が１５

万円ほど出ておりますけれども、一方にお

きまして、電気の関係で徴収した金額につ

いては、約６６万６,０００円ということ

で、一方の支出では９５万５,０００円とい

う形になっておりますので、それぞれ項目

別に精査をした中で、再度負担金の価格決

定ができるかどうかということを踏まえ

て、実行委員会のほうにはこういう話があ

りましたということでお伝えをさせていた

だきたいと思っています。

もう一つの負担金の関係でございますけ

れども、これは、ふるさと祭りの過去の経

過を踏まえて、どういった形で運営をして

いくのか、あるいはどういった協力をいた

だきながら運営をしていけるのかを含め

て、実行委員会とも協議をさせていただき

たいと思っていますし、実行委員会の運営

については実行委員会が決定をするという

ことになっていますので、その運営の中

身、それから財政的な問題を含めて、実行

委員会とも協議をさせていただきたいとは

思っております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 差額分も認識され

ているということで、電気代のほうは実際

の徴収よりも支出が多くなっているという

ことも理解をしております。

あと、テントの清掃分ですけれども、こ

れについては、ふるさと祭り以外のイベン

トでも多分貸し出しをしていると思いま

す。夏祭りですとか、あるいはしゃきっと

プラザの前でやるイベントですとか、それ

らのイベント等に貸し出す際には清掃料金

というものは徴収をしているのでしょう

か。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） そうい

った部分では徴収はしておりません。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） それでしたら、秋

祭りで徴収した部分で年何回しているかわ

かりませんが、テントの清掃をしていると

いう認識でよろしいでしょうか。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 今現在

はそういうことでございます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） それではなおさ

ら、秋祭りの出店者に応分の負担にはなっ
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ていないという認識をしているのですけれ

ども、先ほども言いましたように、直接町

には関係ない予算だと思いますが、事務局

を担っているということも含めまして、何

らかの形で祭り出店者の適正な負担になる

ように、今後、実行委員会側と調整をして

いただければと思いますが、どうでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 今、テント清

掃料については、ふるさと祭りのみの徴収

ということになっているということでござ

いますが、ただ、油等々使うのが多いとい

うことでの当初の出店の清掃料ということ

だったとお聞きをしております。その辺の

テントの使用頻度等々含めて、どこで清掃

をするような形がいいのかも含めて、実行

委員会ともお話をさせていただきたいと思

いますし、議会においてこういう形でのや

りとり、質問がございましたということも

含めて、実行委員会と検討もさせていただ

きたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） それでは、ひとつ

よろしくお願いしたいと思います。

先ほど言いましたように、出店者の負担

金を努めて減額させたいという思いから、

今回このような質問をさせていただきまし

たので、私の趣旨を酌んでいただき、ぜひ

実行委員会との調整をよろしくお願いした

いと思います。

大きく２項目４点について質問をさせて

いただきましたが、町長等から前向きな回

答をいただき、成果があったと認識してお

ります。

御丁寧な対応に感謝いたしまして、質問

を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。

○議長（大原 昇君） これで、６番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は１１時１０分といたします。

午前１０時５７分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１１時１０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により、発言を許します。

３番新鞍峯雄さん。

○３番（新鞍峯雄君） 〔登壇〕 私は、

さきに通告いたしました２項目３点につい

て御質問をさせていただきます。

まず１点目でございますけれども、ＪＲ

美幌駅の無人化に対する対策についてであ

ります。

９月２５日に土谷町長は、北見副市長、

遠軽町長とともにＪＲ北海道本社を訪問

し、島田修社長宛てに、美幌駅の人員配置

継続の要望書を提出しております。

１０月以降、本社・旭川支社などから担

当者が来町し、業務委託についての事務的

な話、普通列車の減便などの話がありまし

たが、要望書に対する回答は示されなかっ

たとお聞きしています。

今、美幌駅の割引切符利用者は年間２,０

００件を超えております。これだけ多くの

利用者がいる中で、年間を通しての完全無

人化は何としても回避しなければならない

わけであります。ただ、タイムリミットが

迫る中、現状維持は非常に厳しいものと捉

えております。

そこで、次の２点についてお伺いしま

す。

１点目は、取り組みの現状について。

２点目は、町長の無人化阻止に向けた考

え方についてであります。

次に、美幌町１３０年記念事業について

であります。

仮称「美幌町１３０年記念・歌と踊りの

祭典」についてであります。

美幌町は平成２９年度に、美幌町１３０

年を迎えることから、今後、記念事業とし

てさまざまなイベントが計画されていくと
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思います。

美幌町は、芸術・文化・音楽（歌）の町

と言われております。例年、１１月３日の

文化の日には、文化連盟主催の行事が町民

会館とびほーるを会場にして、盛大に行わ

れております。

そこで、町が主体となって文化連盟・コ

ーラスグループ・各学校・会社・商店街・

個人・グループ・団体などに協力をお願い

し、記念事業を実施してはどうでしょう

か。

内容については、美幌町の町歌・愛唱

歌・応援歌・各学校の校歌などと、町にゆ

かりのある民謡、踊りを組み合わせなが

ら、子供から大人まで多くの町民の皆様が

参加できる、グループ・団体・合唱形式に

し、明るく・楽しく・元気よくをキャッチ

フレーズに、参加者と観覧者が一体となっ

て楽しむ全員参加の仮称「美幌町１３０年

記念・歌と踊りの祭典」を計画してはどう

かと思いますが、考え方をお伺いします。

以上、１回目の質問でございます。御答

弁よろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 新鞍議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。

初めに、ＪＲ美幌駅の無人化に対する対

策について、１点目の御質問であります

が、９月２５日にＪＲ北海道本社に出向

き、町民全体の総意として美幌駅無人化に

は承服できないと強く要望を申し上げまし

た。

ＪＲからは、方針撤回には言及がされま

せんでしたが、要望内容について継続して

協議を行っていくことを確認したところで

あります。

また、１０月１４日には、ＪＲ北海道本

社の社員と北見駅長が町を訪れ、石北線普

通列車の一部区間における減便に対する説

明があり、美幌駅は減便対象から除外され

ている旨の説明がなされたところでありま

す。

こうした中、１０月２７日に私も含め

て、管内市町村長と議会議長で構成するオ

ホーツク圏活性化期成会において、ＪＲ北

海道本社へ石北線の運行維持や安全運行確

保など５項目にわたる要望を地域からの要

望書として提出したところであります。

１１月１１日には、ＪＲ北海道の第２四

半期決算及び通期業績予想の説明のため

に、ＪＲ北海道本社から田畑常務ほか社員

が来庁されましたが、この席では町の要望

に対する直接の回答を得ることができませ

んでした。

席上、美幌駅に合築されている美幌林業

館に、木育施設としてリニューアルした

「きてらす」へ来場者が予想を大幅に上回

り、駅の利用者増にもつながっている現状

を伝え、町の取り組みにＪＲ側に理解を求

め、無人化の見直しを再度訴えたところで

あります。

また、１１月１７日には、駅の業務委託

を行う場合の事務的な説明のため、ＪＲ北

海道本社及び旭川支社から来庁し、関係部

局及び観光物産協会職員が説明を受けたと

報告を受けております。

２点目の御質問でありますが、ＪＲ北海

道に対しましては、一貫して美幌駅の無人

駅化に承服できない旨を申しております。

ＪＲ側の主張が会社経営合理化の一環であ

るとしても、それを利用者や地域に負担・

影響を及ぼすことは受け入れがたく、ＪＲ

側とあらゆる機会を捉え、継続的に無人化

の撤回を訴えております。

また、沿線自治体やオホーツク管内の自

治体や議会も一丸となり、ＪＲに地域の実

情や重要性について話をしており、今後も

引き続き粘り強く交渉に向き合っていきた

いと考えております。

次に、美幌町１３０年記念事業につい

て、仮称「美幌町１３０年記念・歌と踊り

の祭典」についてでありますが、１３０年

に向けての具体的な記念事業の御提案がご
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ざいましたが、ことし６月の定例会におい

ても議員からＮＨＫのど自慢の招致につい

て御質問がございました。

１３０年の記念事業につきまして、個別

の事業内容は未定のため、今後、検討させ

ていただく旨の答弁をさせていただきまし

た。町は１２月の政策会議におきまして、

美幌１３０年記念事業の検討を進めること

に決定したところであります。今後におき

ましては、前回の記念事業の内容を参考と

しまして、庁内検討組織により事業内容を

決定していく考えでございますので、御理

解をいただきたいと存じます。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） それでは、再質問

をさせていただきます。

１点目のＪＲ美幌駅の無人化に対する対

策で、１点目と２点目をまとめて質問させ

ていただきます。

現在、美幌駅の営業収入は、数字、実績

をひっくるめて、全て北見駅の収入になっ

ており、さらに収入金も北見駅に送ってお

ります。このことは、美幌駅として本当に

大きなマイナスになっているわけでありま

すけれども、美幌駅の営業収入は１億円ま

ではいきませんが、かなりの収入がござい

ます。内訳では、特割切符が定期収入も多

いということで数千万円あるわけですけれ

ども、年間にして件数で２,０００件を超え

る特割切符の利用があるということでござ

います。

御答弁の中で、業務委託の話が進んでい

るとお聞きしているわけでありますけれど

も、業務委託になりますと、要するに社員

が今２人で交代してやっているわけです

が、社員が引き揚げてしまうとなります

と、やはりどうも引っかかっておりまし

て、美幌駅無人化反対と唱えながらも業務

委託のほうに持っていっているというのが

疑問を持っている点であります。

私は９月の一般質問で、平成２８年４月

から無人化にするとＪＲ北海道は数千万円

の減収になるなどというお話をいろいろと

しましたが、なぜ減収になるかはＪＲ北海

道本社でわかっているわけです。はっきり

言って、特割切符の減収でございます。わ

かっているから町に対しても率先して業務

委託を進めているということであります

が、この業務委託がなかったら、本当にＪ

Ｒ北海道は損をする。それはいいのですけ

れども、利用者が本当に多大な迷惑をこう

むるというわけであります。

それで、平成２８年４月に本社では、社

員を引き上げるという中でも、業務委託の

絡みで、かなり本社では厳しいということ

です。私は担当者が来た時点で、大事なこ

とだと思っているのですが、町長、Ｒ切符

をぜひ復活してほしいと思います。

このＲ切符がなくなったのは、ことしの

４月からです。北見・網走・遠軽、全ての

Ｒ切符を廃止したというのであればわかる

のですが、美幌だけなくしたというところ

が本社としては経営的に本当にずれている

と感じているわけであります。このＲ切符

一つをとりましても、年間軽く社員一人の

給料をオーバーするぐらいあるわけです。

これを、おかしな話ですけれども、ぜひ要

望していただきたい。

そこで質問であります。今、私が業務委

託やＲ切符についていろいろと言いました

が、この点について町長はどう判断されま

すか。今、急に言ったばかりですが。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） Ｒ切符はことしの

４月から割引を廃止するということで、北

見か網走でしか買えないというようなこと

で、今の実態としては網走で買う方が多い

というように、実は聞いております。

状況としては、今、Ｒ切符の復活という

よりは、無人駅を何とか阻止しようという

ことで、全力を挙げてやっておりますの

で、Ｒ切符の復活というのは、なかなか今

の段階で口にできないと言いますか、非常



－ 16－

に難しいのではないかと思っております。

それよりと言うよりは、無人駅にならない

ように全力を挙げていきたいと、そのよう

に思っております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ９月の私の質問の

ときにも、町長からは、要するに条件交渉

はしないでとりあえず無人化阻止というこ

とで、１本で通すという言葉を何度も聞い

ているわけでありますが、本当にこの業務

委託というのがひっかかるのです。条件闘

争ではないかと。それも、何もないなら話

はわかりますが、そこがひっかかるという

ことであります。

最初の私の質問で、タイムリミットが迫

り、現状維持は非常に厳しいものと捉えて

いると発言したわけでありますけれども、

どうか１２月１０日、明後日でありますけ

れども、午後４時過ぎにＪＲ北海道本社の

島田修社長が来町されるということであり

ます。美幌駅無人化という重要な問題は本

来、まずはＪＲ北海道の社長が――私は１

９年間ＪＲにいましたけれども、社長が現

場に来たことは、まずございません。支社

長自体が珍しいという感じで、これはも

う、逆に、本当に絶好の機会と捉えて、町

長には相当の覚悟というか、しっかり言い

たいことははっきり言うという気持ちでお

られると思うのですが、あさって社長が来

庁することに対して、どういう考えを今お

持ちですか。お聞かせいただきたいです。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 島田社長が１０日

にお見えになるということなのですけれど

も、これは、交渉事は一切除いてという条

件がついております。

島田社長が、駅があるだとかそういう市

町村を尋ね歩いているというようなこと

で、その一環として美幌町に来られるとい

うことでありますので、議員がおっしゃる

ように１９年間のうちに前の社長がどうし

ていたかは全くわかりませんが、島田社長

は機会を捉えて各市町村にお邪魔をしてい

ると聞いておりますし、その一環であると

いうようなことで、初めからくぎを打たれ

ているという状況であります。

話の成り行きの中では、強く言ったりと

いうようなことはあるかと思いますけれど

も、いずれにしましても、最初の申し入れ

からスタートして今日に至るまで、いろい

ろな交渉をしてきましたが、私の印象とし

ては、ＪＲ側も相当決意がかたいというよ

うな思いをしております。

それで、今後も機会を捉えて交渉をしま

しょうという中で、今回の委託販売のこと

も出てきたというようなことであると思い

ます。

私が一番心配しているのは、無人駅化に

よってこの町のイメージ自体が悪くなると

いうようなことと、もちろん利用者の利便

性のこともあります。そのことは第一に心

配なのですけれども、そのほかに町のイメ

ージであるとか、いろいろな悪い要素と言

いますか、例えば無人駅になると利用をし

ない、そして今度は廃止になる、さらには

特急が停まらないなどということになる

と、大変なことになるので、その辺、将来

を見据えながら交渉に当たっているという

のが現状であります。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 町長が今申し上げ

たことは、まさにそのとおりなのですけれ

ども、業務委託になったからといって、や

はり利用者というのは社員がいてこそ、本

当の安心感といいますか、いろいろと詳し

く業務のことも熟知しておりますので、社

員が引き揚げられるというのは、とんでも

なく町民にとっても利用者にとっても厳し

いことに変わりないということでありま

す。とにかく、町長の頭からは業務委託の

ことは捨てて、とりあえず最後の最後まで

――これだけやはり美幌駅は収益、そして
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利用者も間違いなくいますので、本当に胸

を張って堂々と美幌駅無人化を最後まで貫

き通すということで、頑張っていただきた

い。

今、ＪＲ側の気持ちは本当にかたいと言

いましたけれども、新聞等でほかの深名線

とかいろいろと出ていて、やはり最後まで

諦めないのが一番――何が何でもやはり公

共交通機関ですので、ＪＲとしても交通公

共機関としての自覚を忘れては困るという

ことで、最後までしっかり頑張るに頑張り

通せば道は開けると思います。

以上でございます。

次の２点目の質問に移らせていただきま

す。

１３０年記念のイベントの件であります

けれども、御答弁の中にＮＨＫのど自慢が

出てきましたが、ＮＨＫのど自慢とこの１

３０年記念・歌と踊りの祭典とは、共通点

は幾つかありますけれども、内容は違うと

私は捉えております。

ＮＨＫのど自慢の会場は、びほーるでは

できません。要するに、観客の人数が１,１

００名以上と決まっております。

それでまた、誰もが参加できません。予

選の段階から選別なので、最終的には参加

者２０組と非常に厳しく、誰でも参加がで

きないのです。

ただ、このＮＨＫのど自慢の本来の目的

は美幌町を全国にしっかりとＰＲすること

にあるわけなのです。

歌と踊りの祭典というのは、私の考えで

ありますけれども、びほーるを会場に、誰

でもが参加でき、観覧もできる。町民が一

体となって行うものと考えております。

このようなことで、どちらか一方に決め

るのではなく、私は両方行うべきであると

考えております。

ただ、ＮＨＫのど自慢が決まった場合、

日程調整などいろいろございますけれど

も、町長の考えをお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １回目の答弁をさ

せていただきましたけれども、この１２月

の政策会議で１３０年に向けての検討を始

めるということで決定をいたしました。

それで、議員はいつも提案型の御質問を

されているのですけれども、今回も歌と踊

りの祭典ということで、誰でも参加できる

というようなことで、もとより、イベント

を開くとすると、やはり限られた方だけで

はなくて、美幌町民の皆さん全体でお祝い

をするというか、そういうのが趣旨だと思

っております。

それで、私どもは１００年をやりまし

た。そして、１１０年、１２０年もやりま

した。それで、１００年は１世紀という大

きな節目の年、そして、１２０年のときも

そうだったのですけれども、１１０年のと

きもそうだったのですけれども、１０年ご

とのスパンは、ある程度、半世紀だとか１

世紀の節目よりは、やや地味にというよう

なことがあるので、１２０年が参考になる

のではないかということで、これから具体

的な検討に入っていくわけであります。

いずれにしろ、祝賀期間は２９年度中の

１年間をやるというところまでは決定をさ

せていただいておりますので、１１０年、

１２０年の時のことを参考にせざるを得な

いと思っておりますので、提案としてしっ

かりと受けとめさせていただきたいと思っ

ております。

この前の政策会議で出た中では、町史を

１００年のときにつくったわけであります

が、それ以降２９年間、今のところその後

の発刊がないので、１３０年に合わせた中

で完成させていこうというところまでは話

として委員の皆さんに了解をされていると

いう状況でありますので、そのことも御理

解を賜りたいと思っております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 今、町長の答弁

で、政策会議で話は既に始まっているとい
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うことでしたが、検討委員の皆さんという

のは何名ぐらいでどういう方々なのでしょ

うか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 現在、１３０

年の記念事業についてどうするかという話

のスタートを切ったばかりでございますの

で、今後１３０年の記念事業にどういった

形でそれぞれのグループが事業としてある

のかを含めて、集約をする形になろうかと

思います。

その中で、あわせて庁内の検討委員会を

設置していくという考えでございますの

で、まだ人数等については決めておりませ

んけれども、一応１２０年のときの検討委

員会並みの構成の中で検討委員会が設置さ

れるかというように考えているところでご

ざいます。

役場内の検討委員会なのでメンバーは職

員です。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 役場内ですから、

１３０年なので１３０人もいないですね。

町長から先ほどいろいろ答弁ありました

が、美幌の歌というのは１００年のときに

発刊しております。昭和６２年１月発刊と

なっております。今から２８年前に美幌の

歌がつくられ、町民全体に当たったわけで

はないと思うのですけれども、本当に中身

がすばらしいという感じでございます。

それで、歌の本を見てもわかるのです

が、美幌町にはほかの市や町とは比較にな

らないくらい、数多くの本当にすばらしい

町の歌があり、また、これに関連して美幌

町に住んでおられる著名な作詞家・作曲家

も少なくありません。

ただ、日頃は町の歌については、余り歌

う機会も少なく、また耳にすることも少な

くなり、忘れかけている人が多いのではな

いかと思います。

やはり、美幌町で生まれた数多くのすば

らしい歌を次世代から後世に引き継いでい

くためにも、美幌町１３０年の機会を利用

して、みんなでＰＲしていくべきであると

いうのが私の考えでございます。何か御答

弁はないですか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ２回目で答弁をさ

せていただきましたけれども、やはり誰も

が参加できるということを基本に、１２０

年の例でいうと、継続事業であったり、１

２０年記念という冠をつけてやっていたこ

とはありますけが、いずれにしろ、来年の

８月から９月にかけては、いろいろなイベ

ント・事業を決定していこうと思っており

ますので、またいろいろな御提言をいただ

きながら進めてまいりたいと思っておりま

すので、どうか御理解をいただきたいと思

っております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ただいま町長がお

っしゃられた８月から９月の時期に合わせ

て、私もまた、次回再度この件について質

問をさせていただきますので、またそのと

きにはよろしくお願い申し上げます。

以上で、私の質問を終わります。

○議長（大原 昇君） これで、３番新鞍

峯雄さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は１３時１５分といたします。

午前１１時４３分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 １時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 〔登壇〕 それで

は、さきに通告をいたしました、健康づく

りポイントと学力向上策について、順次御

質問をしたいと思います。

健康づくりポイント制度の導入について
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でありますが、国民医療費の約３割が悪性

新生物・高血圧性疾患・脳血管疾患・糖尿

病・虚血性疾患といった、生活習慣病の関

連でございます。

御存じのとおり、運動不足が生活習慣病

の危険因子であることは広く知られている

ところであります。

健康寿命の延伸を方針とする我が国にお

いては、生活習慣病をいかに少なくするか

が重要な取り組みであります。

そのための取り組みとして、ここ数年で

多くの自治体や健康保険組合等で「健康ポ

イント制度」を導入し、運動習慣の定着化

を推進しています。道内では、佐呂間町・

栗山町・豊頃町・名寄市・夕張市などで、

健康ポイントあるいは健康マイレージとい

った名称で取り組みをされております。

北海道知事の公約（新・北海道ビジョ

ン）では、健康寿命が全国３３位のため、

道として健康マイレージ制度を導入し、全

国トップ１０入りを目指すことが掲げられ

ております。

各種健診、保健事業への参加、毎日コツ

コツ運動、ボランティア活動への参加な

ど、さまざまな取り組みをポイントの対象

とし、ポイント活用も公共施設利用券、地

元特産品・商品券との交換、抽せんによる

商品贈呈、ポイントを福祉・障害・子育

て・教育施設等に寄附するなど、各自治体

の創意工夫が見られます。

美幌町として、健康ポイント制度に関す

る検討状況や今後の見通しについてお伺い

をいたします。

次に、学力向上策について、全国学力・

学習状況調査結果と今後の対策についてお

尋ねいたします。

平成２７年度全国学力・学習状況調査結

果の概要が１０月町広報で周知をされてお

ります。全国、全道、美幌町の小学６年生

及び中学３年生の平均正答率が記されてお

ります。

北海道新聞には、各振興局ごとの結果が

報道されました。美幌町は、全国・全道の

平均を全て下回っていますが、オホーツク

管内と比べると、小学校国語Ａ、算数Ａが

わずか上回る結果であります。

結果はもちろん学力全てをあらわしてい

るものではありませんが、現在取り組んで

いる授業改善、放課後学習や長期休業中の

学習サポート、家庭学習の手引きを活用し

た家庭学習の習慣化、地域と連携した各種

事業等の評価と課題、今後さらなる学力向

上のため取り組むべき施策についてお伺い

をいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 上杉議

員の質問にお答えを申し上げます。

学力向上策については、後ほど教育委員

会から答弁をさせていただきたいと思いま

す。

健康づくりポイントについて、健康づく

りポイント制度の導入についてでありま

す。

近年、高齢化が進行する中で、単に寿命

だけでなく、健康で日常生活が制限される

ことなく、自分らしく生き生きと暮らせる

期間を延ばすことが重要との観点から、健

康寿命が注目されております。

美幌町においては、平成２５年３月に第

Ⅱ期健康増進計画を策定し、健康寿命の延

伸を実現するとともに、町民一人一人の健

康づくりを推進しているところであり、重

点的な取り組みとして、生活習慣病予防と

して栄養・食生活の改善や運動の推進、こ

ころの健康づくり、歯と口腔、たばこ対策

に取り組んでおります。

美幌町における健康寿命は、平成２２年

データで男性が７８.８７歳、女性が８３.

２６歳と男女とも、国・道の平均値より長

いとの結果が出ており、今後も健康寿命を

延伸していくためには、生活習慣病の発症

予防に重点を置きながら、町民が主体的に

継続できる健康づくりに、積極的に取り組

んでいくことが重要と考えております。
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具体的な取り組みとしては、疾病の兆候

をより早期に発見し、治療や保健指導につ

なげることにより、疾病の発症や重症化を

予防することを目的として、特定健診やが

ん検診など各種検診を実施しており、平成

２５年度には、町の財源で検診料の自己負

担額を軽減したことや受診勧奨の強化など

により、受診者は増加傾向にあります。

加えて、平成２６年度からは、若い世代

の健診機会を設けることにより、受診の動

機づけとするとともに、受診の習慣化を図

ることを目的に、特定健診の対象年齢を２

０歳以上に引き下げております。

さらに、町民が健康づくりや生活習慣病

予防のための知識を身につけ、健康に関心

を持ち、個人や地域で健康管理ができるよ

う、保健師や栄養士、運動指導員による健

康教室や運動教室のほか、地域の健康づく

りの担い手であるヘルスリーダーが開催す

る栄養教室など、さまざまな健康教育を実

施しております。

また、健康づくりの拠点施設であるしゃ

きっとプラザにおいては、水中運動教室や

各種運動教室を実施するなど、町民の健康

づくりと生きがいづくりの実践機能を効果

的に提供しており、平成２６年度は４万４,

０００人が利用されております。

健康ポイント制度につきましては、国に

おきましても、予防健康づくりへのインセ

ンティブの強化措置として、ヘルスケアポ

イントが検討されており、さらに、道内に

おいては、知事の公約として「健康寿命１

０アップ大作戦」との政策が示されており

ます。

若い世代や健康に不安のない方の中に

は、健康づくりに関心が薄い方も多くお

り、このような方々の生活改善を促す動機

づけは重要でありますが、現在のところ

は、国・道の動向に注視しながら、健診な

ど、健康づくり施策の充実に力を注いでま

いりたいと考えておりますので、御理解く

ださいますようお願いをいたします。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 上杉

議員の御質問に答弁いたします。

全国学力・学習状況調査結果と今後の対

策についてでありますが、平成２７年度全

国学力・学習状況調査結果については、文

部科学省から平成２７年８月２５日に公表

され、北海道版結果報告書として、平成２

７年１１月２５日に北海道教育委員会より

公表されたところです。

美幌町の結果については、既に町広報や

ホームページにおいて結果の概要をお知ら

せしているところですが、小・中学校いず

れの教科も全国・全道の平均正答率を下回

っており、依然として厳しい状況が続いて

いると言わざるを得ません。

文科省は公表にあたり、この調査結果に

ついては、児童生徒が身につけるべき学力

の特定の一部分であり、学校における教育

活動の一側面にすぎないことに留意する必

要があるとしていますが、教育委員会とい

たしましても、各教科の正答数が少ない児

童生徒に基礎的・基本的な学力の定着を図

ることが重要と考えております。

そのため、学校に対しては、授業改善の

推進や学習規律の徹底を図るよう指導する

とともに、放課後の補充学習や長期休業中

の学習サポート事業などの各種事業等は効

果があると考えますので、引き続き取り組

んでまいります。

あわせて、生活習慣や学習環境等に関す

る質問紙調査の結果において、平日１日当

たり１時間以上家庭学習をしている児童生

徒の割合が全国平均を下回っていることか

ら、家庭学習の手引きを活用した家庭学習

の習慣化を図るための啓発も重要と考えて

おります。

教育委員会といたしましては、これらの

事業を継続的に実施することとし、今後に

おきましても、指導方法工夫改善加配教員

の配置要望を継続して行い、習熟度別指導

を効果的に取り入れながら、個に応じた指
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導の充実を図るとともに、小学校において

は、町単独で教員を配置し、３５人以下を

めどとした少人数学級編制を継続し、教員

が児童一人一人と向き合う時間をより多く

確保するきめ細かな学習環境を整えるよう

取り組んでまいります。以上、御答弁させ

ていただきましたので、よろしくお願いい

たします。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） それでは、再質問

に入らせていただきたいと思います。

１点目の健康づくりポイント制度につい

てでありますが、厚生労働省は今回のポイ

ント制度というのは、医療保険制度の改革

の一環として、予防健康づくりに取り組む

加入者に対しまして、ヘルスケアポイント

として与えて、動機づけ――インセンティ

ブというような言葉で表現されております

けれども、このことをしながら、健康寿命

を延ばして、最終的には医療費を抑制する

というのがこの改革制度の一環の目的でご

ざいます。

これは、来年の４月から保険者の努力義

務として、もう既に関係法律が改正されて

おりますので、保険者である美幌町も、加

入者（被保険者）に対して、健康管理や病

気予防の取り組みを支援するということ

が、来年４月以降から先ほど申し上げまし

た努力義務として課せられているという背

景がございます。

これらの背景の中には、御存じのよう

に、後期高齢者の支援金の加算であると

か、あるいは減算制度が一部の保険者にペ

ナルティーを科す仕組みであることだと

か、あるいは地域や職域別などの保険者ご

とに状況が異なってくるということで、一

律に実績を比較する仕組みに対してなって

いるということや、あるいは特定健診や保

健指導の実施率、これらの指標のみで評価

するというようなことが、今までの中で全

国から課題として指摘されております。

こういったことを受けて、厚生労働省で

検討作業に入っておりまして、来年３月に

は国としての指針が策定されるということ

で、私も承知しているところであります。

美幌町としましては、積極的に先ほど答

弁いただきました健康教室であるとか、保

健事業、各種検診率の向上のために取り組

んでいることは、私は大いに評価をしてお

ります。

ただ、残念ながら、これらの積極的・意

欲的な取り組みにもかかわらず、なかなか

特定健診だとか各種検診の受診率が思うよ

うに伸びていないというのが実情ではない

かと思います。

それらの原因について、どのように分析

をなされているのか、あるいは議会として

も以前、国保連合会の国保のデータをしっ

かり分析して、これらに生かしていくとい

うことを町からも答弁をいただいておりま

すが、データ分析や活用状況はどのように

なっているのかについて、まずはお尋ねい

たしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 成人病予防の取り

組みをいろいろと幅広くやっているという

ことをお認めいただいたということであり

ます。

それで、特定健診の受診率は平成２２年

までは２０％台だったのですが、平成２３

年から２６年にかけて３０％台ということ

であります。

これは、なぜ上がってこないかというこ

とは、美幌の町の地理的な問題もあるので

はないかと私は思っています。ということ

は、北見に行くとたくさんの医院、それか

ら病院があります。その中で、データをも

らわないとなかなか数値に反映できないと

いうようなものもあります。もちろん協力

していただいている医院、病院も大分ある

のですけれども、そういったことも起因し

ているのかと思っております。

それで、自分たちで伸ばせる特定保健指
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導実施率はどんどん伸ばせると思います。

２６年度の実施率が４１.４％ということ

で、初めて４０％を超えたというようなこ

とであります。これも、さまざまな取り組

みの成果が出てきているのだろうと思って

おります。例えば、スマッピーカードの販

売のときにコラボレーションで一緒にやっ

たり、そういうこともしながら、さまざま

な成人病予防の取り組みをしている成果だ

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 今、町長のお話が

あったように、いろいろな努力をして３

０％台まで引き上げてきたということを私

も承知しておりますけれども、それ以降、

なかなか伸びてこないという悩みの中に、

他町村の医療機関にかかっているというデ

ータについて、全て把握できないというこ

ともあるのかもわかりませんが、やはり私

は、この３１％くらいというのをいかにし

て上げていくかということが非常に重要だ

と思います。

国は、医療費の削減という思いもあっ

て、このヘルスポイントということを考え

ているようですけれども、私は、もちろん

結果として医療費の削減につながることは

喜ばしいことですが、健康寿命を美幌町も

延ばしていくということで、先ほどあった

ように美幌町は道内の中では非常に健康寿

命は高いと言われていますが、北海道総体

でいうと、知事も非常に危機感を持ってい

います。トップ１０入りを目指したいとい

うことで、今は３３位ということですか

ら、決して北海道はいい状況ではないと思

います。

そういった中で、私はさらに伸ばすため

のいろいろな努力ということをしていく必

要があるのかと思います。この中で、今回

のポイント制度を、既に道内では、厚労省

から国の指針が示される前に、先ほど申し

上げました町のように、いち早く取り組ん

でいる市町村もございます。

そういった意味で、私としては、国の指

針が来年３月をめどに示されるわけであり

ますけれども、やはりその前の段階で、将

来的にこういう制度を導入することによっ

て健康寿命の増進、あるいは町が目指して

いる受診率の向上とか、そういったところ

に結びつけていけるのではないかと、この

制度に対して非常に期待を持っているとこ

ろであります。

先ほど質問をした中で、国保連合会のデ

ータ分析というのを健康づくりに生かして

いきたいということを、再三町側に一般質

問あるいは所管の委員会などでお話がされ

ておりますけれども、連合会のデータをこ

ういう健康づくりに生かすというのはどこ

まで進んでいるのか、その辺について答弁

がなかったものですから、お答えいただき

たいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今の国保連合会の

データの関係は、後ほど担当から答弁をさ

せていただきますけれども、平成２５年の

第５回の定例会において、中嶋議員からも

同じ質問がありまして、そのときにも答弁

をさせていただきましたが、私たちが今取

り組んでいるものには一定の成果が出始め

ているので、もう少し見守ってほしいとい

う答弁をさせていただきました。

先ほども答弁させていただきましたよう

に、指導のほうが４０％を超えてきたとい

うことも含めて、全体的な成人病の受診数

も徐々に伸びてきているというような状況

がありますので、今、国が言っているのは

努力義務ということで、来年どうなるかは

わかりませんが、もう少し我々に努力をさ

せていただきたいという思いでおります。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 国保連のデー

タ分析につきましては、ＫＤＢというデー

タなのですけれども、まだ、一部未完成の

部分がございまして、活用できる部分につ
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いては健康増進計画の中で活用させていた

だいて、数値としてその計画の中に載せさ

せていただいているというような状況でご

ざいます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 既に利用できるも

のは分析しているということですけれど

も、一部未完成ということでしたが、いつ

――これ、町長は今も国保連合会の役員を

やられているのでしょうか。そうすると、

いつデータが完全に使えるようになるの

か、私どもは今の加入者の健康状態をレセ

プトからしっかり分析して、美幌町ではど

ういうことが他の町と異なって、どういう

特徴があるのか、そのことを把握して、ど

ういう対策を講じているのかということ

が、このデータ分析では大事な部分になり

ます。そのことが、将来的にいろいろな意

味で、しっかり教育をしていくことで健康

増進につながっていくかと思いますので、

いかんせんということでしたが、それでは

完全にそういったデータを活用できるとい

うのはいつなのか、その辺の年度がわかれ

ばお知らせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 民主部長。

○民生部長（藤原豪二君） 国保連合会の

ほうで順次進めているのですが、なかなか

前に進まないという状況がございます。私

どももその部分については、もう何年もか

かっておりまして、国保連にどういうデー

タができるのかということも問い合わせ中

でありますが、その年度については今のと

ころは未定でございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 町長は連合会の役

員に名を連ねているということでしたの

で、ぜひその機会にこういったデータベー

スがしっかりそれぞれの保険者のところで

早期に活用できるように、発言をその場で

していただきたいということをお願いして

おきたいと思います。

それで、私も元しゃきっとプラザの担当

をしておりましたので、しゃきっとプラザ

の利用が非常にふえているということで、

これはまさに町民の方の健康意識が非常に

高くなっているということのあらわれだと

思います。

そこで、利用者は合計でふえていると思

うのですが、実際に、例えば私が１週間に

１回利用するのに対して、毎日利用する利

用者もいると思います。利用者が４万４,０

００人とありますが、実際に利用している

人員というのは、ここ経年的にふえてきて

いるのか、１人当たりの利用回数がふえて

累計でふえてきているのか、それとも私が

期待しているのは、今まで利用されていな

い町民の方も新たに利用者となって延べ人

員で多分ふえてきているか、その辺の実情

がもしわかればお知らせいただきたいと思

います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 直近のデータ

でいきますと、例えば４月の数値だと１日

１２０人の御利用でございます。その中で

も、近年の状況といたしましては、比較的

に若い方がふえてきたという状況がござい

ます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私はトータルでの

利用者がふえていくということはもちろん

喜ばしいことだと思うのですが、しゃきっ

とプラザに足を運ぶ町民の方が実人員でふ

えていくということが、まさに健康づくり

に関心を持った町民がふえるという意味で

大事な点だと思います。今後は、経年的に

ぜひその辺の実人員の伸び等について、ま

たお知らせいただきたいと思います。

それで、答弁では国・道の動向を注視す

るということでありますけれども、先ほど

お伝えした道内で既に実施している町以外

に、私もその後調べたら、長沼町もやって
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いるだとか、きちんと調べておりませんで

したので、先進的に実施している自治体は

相当数あります。

特に、県レベルでいうと、静岡県が、ふ

じのくに健康長寿プロジェクトというもの

を県としてそういう事業を推進して、運動

や食事など生活習慣の改善や健康診断の受

診、健康講座、スポーツ教室への参加。こ

こで驚いたのが、ボランティア活動など各

種町村で決められた健康づくりのメニュー

を行った町民に、ここは少し変わっている

のですが、いろいろな企業の協力を得て、

その協力店から特典を受けられる健康マイ

レージ制度というのを静岡県は導入してお

ります。平成２６年度の実績で、静岡県は

３５市町があるのですけれども、そのうち

２４市町で既にこの健康マイレージを導入

しているということであります。

これは、県の特に強い思いで行われたこ

とだと思うのですけれども、その結果、健

康寿命が確か女性が全国１位、男性が全国

２位になるくらいまで、静岡県は効果を上

げております。もちろん、この健康マイレ

ージをつくったから上がったということで

はなくて、県全体の中でのいろいろな取り

組み、美幌町と似たようないろいろな取り

組みが功を奏しているのだと思います。

美幌町として、国の指針が示されるのは

３月ですが、今、私がお話したような道内

あるいは全国的な事例を、早いうちに調

査・研究して準備をすべきではないのかと

私は考えていますが、その辺について町長

いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 静岡県が進んでい

るということで、中嶋さんの時は袋井市の

事例を紹介いただきました。それぞれ県の

取り組み、道の取り組みがいろいろあると

思いますけれども、北海道も知事の公約に

あるということで、実現をすると思ってお

りますが、あとは国の指針が３月に出ると

いうことで、それらを注視しながら、我々

は今やっていることをしっかり地に足をつ

いたものとして、頑張っていきたいと思っ

ております。

いずれにしろ、検討をしないということ

ではなくて、国の指針が出る前にというこ

とでありますが、注目しながら、できる準

備をしっかりとやっていきたいと、そのよ

うに思っています。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 中嶋さんも前に袋

井市の話をしていましたが、私も静岡がな

ぜこんなに自治体の取り組みが強いのかと

思って調べていったら、県知事のそういう

大きな方針があって、町村がそれに対応し

たということです。

先ほども質問しましたように、全国各地

で、今、自治体で行われているポイント制

度の活用方法も、非常に多様化していま

す。ですから、どれがいいということでは

ないと思うのですが、その思いはやはり健

康寿命を延ばして一人でも長生きしてほし

い、あるいはその結果、生活習慣病の予防

をする、医療費を削減するといったこと

に、これらの取り組みが多分効果を出して

くるのだと思います。

それで、私は、なぜ先ほど静岡を事例に

出したかというと、健康ポイントの事業中

にボランティア参加の活動までポイントに

しているのです。

これは、以前に、私はボランティア人材

の発掘というところで、ボランティアポイ

ント制度のことも含めて一度質問をさせて

いただきました。そういった意味で、これ

からのいろいろな調査・研究をするに当た

って、健康づくりとボランティア活動と

か、そういったところをうまく結びつけて

やっている、いわゆる健康ポイントの対象

にしているということは、もちろんボラン

ティアをすることによって健康を維持する

とか、生きがいづくりをするとか、そうい

ったことに結びついてきますので、静岡に
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限らず、ぜひそういった事例等もあります

ので、せめて来年の指針が出てから動き出

すということではなくて、まずは情報収集

をして、それらについて具体的に美幌町と

して今後検討するための資料を収集すると

か、そのようなことだけであれば、まずは

現状の中でも取り組みができるのではない

かと思うのですが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 税金を使った

中でお金と物で運動をするというような事

業でございますので、医療費などにインパ

クトがあるかどうかということは、厚生労

働省のモデル事業の中でも、まだ不明の部

分がございます。

それから、ボランティアポイントなどに

つきましても、基準が曖昧なためにポイン

トが付与されることがどうなのかというこ

ともございまして、そのポイントの財源、

例えば物や商品券等にかえるというものに

ついても、非常に難しいものがございま

す。北海道なり、国の指針が示されて財源

措置等があれば、町としても非常にやりや

すいと思うのですが、今現状の中では、非

常に厳しい状況がございます。

それで、いずれにいたしましても、健康

に対する無関心層がこういう健康づくりに

ついて関心を持っていただけるような制度

になってくれればいいなと、私ども担当と

しては考えております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） そういう意味で

は、それぞれの自治体でいろいろな知恵を

出し合って、今先駆的に取り組んでいると

ころは、それぞれ調査・研究をした中で、

国の指針が示される前に効果ありと判断し

て取り組んでいると思いますので、ぜひ全

くそういう事例がないわけではありません

ので、財源のことを出されると非常に――

静岡あたりは正直、北海道とは状況が違う

と思います。ただ、やはりそれぞれの市町

村の中で置かれた環境というのは違うので

すけれども、財政はどこも厳しい中で優先

順位だとか、取捨選択をした中で取り組ん

でいると思いますので、これからそういっ

た意味では、美幌町の知恵がどの程度そう

いったものに生かされるかということで、

そういう競い合う時代でもありますので、

ぜひいろいろな先進事例を十分調査して、

美幌のオリジナルな発想をその中に取り入

れていただいて、結果として、もしこの制

度が導入されれば、効果的な形で制度設計

ができるような取り組みを、少しでも前倒

しをして取り組んでいただくことを期待し

て、この質問は終わりたいと思います。

次に、学力向上対策の部分でございま

す。

先ほど教育長から答弁をいただきました

が、文科省も言っていますように、この調

査の目的自体は都道府県だとか市町村ごと

に順番や序列をつけるものではないという

ことは、私も十分承知をしております。

やはり結果として、点数だとか順位だけ

に目が向くようなことは決してよくないこ

とですし、私自身は答弁の中にもありまし

たように、各教科の正答率が少ない児童生

徒への基礎的・基本的な学力定着の重要性

ということで答弁をいただいております

が、私は学校現場がどういう取り組みをし

ているかというのは、質問書に書いた程度

の状況しか把握をしておりませんので、具

体的にこの基礎的・基本的な学力定着のた

めに、美幌町ではどのような取り組みをさ

れているのか、事例等についてお答えをい

ただければと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 全国学力・学習

状況調査ということで、上杉議員がおっし

ゃったとおり、教育活動の側面であるとい

うことは当然のことであります。

私どもの認識としては、多分議員も同じ

だと思うのですけれども、学力・学習状況

調査ということで、まずテストではないと
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いうことなのです。やはり、この辺をきち

んと理解していないと、調査ですから、そ

の課題把握、言うならば、きちんと指導が

されているかという部分について、分析を

して対応をするためのものと考えておりま

す。

そういった中でいくと、具体的な取り組

みについては、今、教育部長から何点かお

話をさせていただきますけれども、やはり

何度もふだん繰り返しておりますが、これ

から社会の中で自立して生活していくため

の最低限必要な学力というように考えてい

った場合に、普通であればできるところが

できていないという部分、言うならば、下

位層の子供たちをどうするかについてすご

く考えております。具体的な、例えば、数

値的な話をさせていただければ、全国で今

回は小学校の算数Ａを考えた場合に、大体

３割できるということは、１６問中１０問

ができれば３割なのですけれども、美幌町

全体で見ますと、実は１０問解ければいい

ところが、その３割と言われるところに４

２.９％なので、４３％いるということなの

です。ということは、下位層の子がかなり

いるということであれば、やはり基本的な

基礎・知識が身についてない、もう少し踏

み込めば、問題の中の、例えば四則演算

で、足し算や小数点の引き算でいえば、６.

７９－０.８というような問題が解けていな

い子が結構います。これは、小学４年生で

習っているので、基本的には四則演算は最

小限できないといけないのに、できないと

いうことが問題の一つの事例としてありま

す。

それをきちんとできるようにするため

に、学校に委ねてはいるのですが、学校だ

けの問題ではなくて、保護者、ふだん言っ

ている地域が連携をしなければならないと

思っています。

具体的な学校で取り組んでいる例につい

ては、何点か教育部長からお話をさせてい

ただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 学力向上のた

めの具体的に取り組んでいる例ということ

でございますけれども、学力調査の結果を

得まして、まずは具体的にどういう問題が

できているのか、できていないのかという

部分の分析から学校側は入ります。

その結果を受けながら、次の授業に生か

していくわけでありますけれども、授業の

狙いでありますとか、考える過程でわかる

ような板書、こういうものに取り組んでい

ったり、その時間ごとに取り組み、何を求

めていくかということで、授業の改善を行

っていくことができるかと思います。

もう一つは、授業を公開しながら、実践

交流というような形で、先生方の交流をす

る中で、授業を改善していくといいます

か、そういう取り組みをしていくことが一

つあるかと思います。

問題の子供たちに授業がわかってもらえ

るような形の中で、ＩＣＴを活用した授業

だとか、そういうものを取り組んでいると

いう状況でございます。なかなか個々多々

あると思いますけれども、今やれることを

やっていくという状況であるかと思います

ので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 一般的にどこの学

校でも取り組まれている授業の狙いだと

か、研究だとか、公開とか、そういったこ

とをやられているということはわかりまし

たが、こういう調査結果で、今、部長が答

弁されたように分析して課題が見えてきた

ときに、次に向けていろいろな対策を講じ

ていくために、美幌町ではどのようなメン

バーでそういう対策会議みたいなものを開

いて、情報の共有をしながら美幌町が一丸

となって、そういう学力向上策を検討して

いるのか、その辺の組織だとか、あるいは

取り組みの状況についてわかれば教えてく
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ださい。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、部長からお

話をさせていただきました授業の改善とか

先生方の指導力の向上という部分について

は、基本的には、北海道教育委員会にそう

いう人材がおりますので、具体的なものが

その中である程度示されてきております。

ですから、先生方については、県費負担

教職員ということで、身分は町の職員であ

りますけれども、基本的には国の負担の中

で、道費から出されていることもあって、

具体的にそういうものを細かく一つの事例

が示された中で、美幌町においても指導主

事、言うならば、私どもは専門じゃないの

で、きちんと教育の流れをわかった校長の

ＯＢの方を指導主事として置いております

ので、そういう方を中心に、教育委員会内

部の中で協議をしたり、内容を私どもの教

育委員会で状況を話して、こういうことは

どうなっているかというようなことをまと

めて、具体的にこの分を、とりあえず今は

優先的に進めていこうという判断を、現場

を預かる教育長として判断させていただい

ているのが現状でございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） そのいろいろな対

策の基本の指針は道教委で示されて、それ

を受けて各学校現場は指導主事を中心にし

ながらということなのですけれども、そう

いう対策委員会とか、そういったものを設

置されて取り組みをされているのか、それ

とも指導主事が個々で学校を回りながら、

道教委のそういった方針に基づいていろい

ろと連携をして取り組まれているのか、そ

の辺、学力向上対策の委員会とかそういっ

た組織のような形というのは、美幌町はあ

るのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、学力向上の

部分について、組織として主になっている

のは、校長会・教頭会に関係する私どもが

入ってやっている状況であります。

それで、今、実際に学校の先生方に具体

的に問いかけているのは、学校の中には当

然そういう委員会をそれぞれ持っておりま

す。それを、もう少し統合してということ

で、それぞれの学校の状況を持ち寄って―

―今はどちらかというと、教育委員会と校

長・教頭会という考え方の部分と、逆に、

学校の中においては、校長と教頭を含めた

教員も入っているのだから、町とすれば、

その一体の組織をつくれないかということ

をずっと投げかけております。どうしても

私どもから、これをやってくださいと言う

のは、なかなか抵抗があるという言葉が適

正かどうかはわかりませんけれども、「何

で」という部分があるので、そうではなく

て、目的は美幌の子供たちの底上げのため

には、もう誰がではなくて、先生方も校長

先生方も教育委員会もみんなでやりましょ

うということで、そのためにはそういう組

織をぜひつくりたいということをずっと言

い続けておりますが、残念ながらそこまで

はまだ至っておりません。

何とか、これは早い時期につくるような

努力をしていきたいと思っております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私が質問したのは

まさにそのことなのです。

結果が出て、学校内だけ、例えばある小

学校内だけの校長以下のところで、もちろ

ん専門職が集まっていますから、いろいろ

な対応だとか解決策を協議するのはいいと

思うのですけれども、小学校は小学校で３

校集まってしっかり連携するとか、中学校

は２校で連携するとか、あるいは小・中で

共同するとか、教育長が先ほど話していた

部分で、美幌町としてどうしていくか。基

本的な学力がなかなか厳しい子供たちを社

会に送り出していくことで、その子の将来

にもいろいろかかわってくることですか
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ら、全てが学校でできることではありませ

んが、教育長が目指しているような、横断

的なしっかりとした対策チームをつくっ

て、今後取り組んでいくことが、私は美幌

町のこういったものの改善のために大いに

役立つのではないかと同じ思いですので、

ぜひいろいろ難しさや抵抗もあるのだと思

いますけれども、ここに教育委員長の沖田

さんもいらっしゃっていますので、ぜひ教

育委員会一丸として、美幌町のそういった

取り組みをお願いしたいと思います。

今回の調査の中で、私も広報を読ませて

いただいた中で、少し気にかかったこと

が、平日学校の授業以外に、１時間以上勉

強する割合とか、ゲームをしている割合と

か、学校の授業の復習をしている割合だと

か、家で自分で計画を立てて勉強をしてい

る割合とかの調査結果を見ると、それぞれ

全国平均を上回っていたり、下回っていた

り、学力調査と違って生活の様子がこうい

ったことからかいま見ることができまし

た。一日に３時間以上テレビだとかゲーム

をする割合というのが、小６・中３とも

に、全国平均を１０ポイント上回っている

というのが、美幌町の特徴なのではないか

と広報でも書かれています。

要は、学力というのは、先ほどの病気の

点でも同じですが、生活習慣の改善という

ことが大事だと思います。教育もそういっ

た意味では、学校で先生たちが一生懸命、

熱心に指導をするということばかりではな

くて、帰ってからの家庭の中でのフォロー

とか、あるいは子供さんが頑張ってやると

いったことを、どうやって促していくかと

いう意味で、生活習慣の改善と生活のコン

トロール、そういうものを育てることが一

方では重要だと思いますが、この辺、教育

委員会や学校として、そういう家庭内での

生活習慣、あるいは学習への取り組みとい

うことをどのように指導なされているの

か、そういう実情がわかれば簡単にお知ら

せください。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 基本的に、今、

上杉議員がおっしゃったことは、本当に重

要なことであって、学校においてはそれぞ

れの先生が事業改善で一生懸命頑張ってい

る部分において、どうしても学習習慣とか

生活習慣をある程度変えていかなければ、

それにはやはり対応していけないというの

が実態だと思います。

美幌の子供たちの状況についても、今回

教育委員会で状況の報告を概要の中にも詳

しく出させていただいていますけれども、

やはり結果からいえば、いかに保護者とい

うか、家庭に理解してもらえることができ

るのか、正直言って悩んでいるところであ

ります。

学校は学校として、例えば、家庭だより

などでいろいろと啓発をしております。そ

れから、教育委員会としても広報等で、実

際には毎月１回ですけれども、１０月に状

況調査の概要を発表した後で、１１月、１

２月に、それぞれ早寝・早起き・朝御飯と

か、家庭での数学とか理科が好きですかな

どということを投げかけております。

ただ、それだけではやはり前へ進んでい

かないということも思っています。そうい

った中でいけば、言葉では学校と家庭と地

域と行政――行政といえば主に教育委員

会、これを４者というのですけれども、そ

れがどこまで家庭の中に踏み込んでいける

かということが、今、いろいろ話をさせて

いただいております。

学校がどう変わっていくかということに

ついては、いろいろな事例が出たりしては

っきりしているのですが、家庭の中にどう

踏み込むかというか、今、内部の中で私が

言わせていただいているのは、学校教育の

中では、なかなか家庭の中では難しい、そ

うなると、やはり社会教育の中でどう踏み

込んでいくかということを考えてほしいと

か……。ですから、いろいろ社会教育の中

で、通学合宿とかプログラムをやっており
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ます。そこに来る子、言うなら、行事に来

る子は心配ないという言い方は極端ですけ

れども、それなりにきちんと理解ができる

子というように思っているのですが、問題

は、なかなか家庭の中から出てこない子供

たちです。意外とそういう子供たちが、家

の中に引きこもって長時間ゲームをしたり

というような部分が出ております。

それが、余りにもいき過ぎた部分につい

ては、不登校とか別な面で、私どもの相談

員が学校と協力をしながら訪ねていった

り、学級の担任が連絡をとったりというこ

とで入っていくのですが、その中間をどう

していくかということに対しては、正直言

って、今、本当に悩んでいるというのが実

態です。

ただ悩んでいるだけでは前に進まないの

で、いろいろな事例を見せてもらったり、

教育委員さんなどにも、研修とか学校とか

そういうところになるべくみんなで行っ

て、共通認識の中で一つの方向性を出そう

という努力はしております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） よく、地域・学

校・行政、こういう三つの組織の連携とい

うことを言葉では一般的に言われるのです

が、今、教育長の答弁のように、なかなか

家庭の中に、どこまで深くかかわってでき

るのかという難しさはたくさんあって、な

かなか簡単にいかないことは私も十分わか

ります。

先日、テレビで石狩市の花川小学校の取

り組みが紹介されていまして、４年ほど前

から１５分休みの時間を利用した漢字テス

トを地域の高齢者の方が採点してやってい

て、年間３０回ほど高齢者の方が参加をし

て、子供たちの書いたテストに丸をつけな

がら、書き順などを優しく教える取り組み

が放映されていました。私はそれを見て、

なかなか家庭の中に入っていくというのは

正直、非常に難しいことだと思いますの

で、せめて学校と地域の連携という意味で

いえば、地域の方が学校の中に出向いてボ

ランティアをして、いろいろな形で子供た

ちの学習をサポートする、こういう取り組

みがこれからますます必要になってくるの

ではないのかと思います。

そういう取り組みに協力してもいいとい

う方が、どの程度いらっしゃるのかわから

ないのですが、美幌町では既に、そういう

取り組みが一部でされているとも聞いてお

ります。そういう事例だとか、今後そうい

った形で学校の中に地域の方をどんどん招

いて、いろいろな意味で足りない部分を地

域の方の力で補っていただくということ

は、子供たちの生活習慣あるいは基礎的な

学力を押し上げていくための、非常に有効

な手段ではないかと私は考えておりますの

で、その辺についての教育長としての見解

があればお聞かせいただきたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今おっしゃって

いただきました石狩の花川小学校は、私ど

もも、教育委員さん全員で行って見てきま

した。

そういった中でいけば、先進的な部分で

は非常に頑張って地域とのかかわり、それ

からほかのところも、地域とかかわってい

るところを一つの切り口として前に進んで

いくということで見てきております。

今おっしゃったように、家庭の中にまで

はなかなか踏み込めない部分ではあるの

で、地域がということを主眼の一つにして

おります。日常的には、地域に開かれた学

校と言葉でいっておりますが、では何が地

域で――今、私がこのごろ考えているの

は、地域とともにある学校へどうしていく

かというか、これは多分、次の一つの言葉

として、今、コミュニティスクールとか―

―美幌でもやっているのは少し意味が違っ

ていて、そういう学校になるべきだという

ように私は常々思っていますし、うちの委
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員さんもそういう認識を持っているので

す。

そうなったときに、地域がといった場合

に、まずは学校の中に外部講師をというこ

とで、例えば、専門的な話をさせていただ

ければ、スキーとか水泳とか、そういうも

のに入ってもらっています。今度は地域の

人たち、例えば、一つの具体的な話をさせ

ていただければ、シラカバ樹液でシロップ

をつくった人を総合学習の中で招いて学ぶ

とか、地域の方をどんどん入れる努力を各

学校でしております。

この辺をきちんとできて、先生はどちら

かというと大変だという認識を、きちんと

自分たちで思った中で、地域の人たちとど

うつながっていくかということをやってい

く必要があるかと思っています。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私は、地域との連

携ということで、教育委員会がそういう方

針を示せば美幌町に多くの方がいらっしゃ

いますので、もちろん教員の経験者に限ら

ず、一般の高齢者の中でも、自分たちの孫

みたいな、あるいはひ孫みたいな世代の子

供たちに、自分たちの能力を貸してもいい

という方もいらっしゃると思いますので、

ぜひそういった連携を今後ともしっかりと

取り組んで、対策に当たっていただくこと

を強く願いまして質問を終わらせていただ

きます。

○議長（大原 昇君） これで、４番上杉

晃央さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は１４時３０分といたします。

午後 ２時１５分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時３０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） 〔登壇〕 私は

教育行政３点についてお伺いしたと思いま

す。

まず最初に、学力テストの格差について

が一つ目。二つ目は、学校司書の配置につ

いて。それから三つ目に、眠育と不登校問

題についての３点をお聞きします。説明し

ながら順次、質問をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。

まず一つ目の学力テストの格差について

ということで質問させていただきます。

北海道新聞に「学力テスト格差、道内で

広がる」との大見出しで報道されました。

内容については、御存じのことと思います

が、文部科学省が小学６年生・中学３年生

を対象に実施した、全国学力・学習状況調

査の管内別平均正答率を発表した結果、石

狩・上川の２管内は小・中とも５科目全て

で全道平均を上回る一方、日高・宗谷・オ

ホーツク・根室の４管内は小・中とも全科

目で全道平均に達しなかったということで

あります。

教育委員会としては、どのように受けと

められたのでしょうか。北海道教育委員会

は、下位の管内は一日当たりの勉強時間が

短かったり、テレビやゲームに費やす時間

が長かったりする傾向が見られるとして、

課題のある管内については、重点的に支援

を続けていきたいとしていますが、道から

の働きかけ、支援策についての具体的なも

のがあればお聞かせいただきたい。

２点目、学校司書の配置について。

学校図書館の専門職員、学校司書の学校

への配置が４月から努力義務となりまし

た。道内の公立学校で学校司書を配置して

いる割合は１割未満と低く、小・中学校は

いずれもワースト３位。市町村の財政状況

が厳しく、配置が進まなかったり、司書と

して専門的な知識を持っている人が少ない

ことが背景にあると考えられます。

図書館との連携により、影響を少なく抑

えるということがうかがえますが、今後の
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考え方があればお聞かせいただきたい。

３点目、眠育と不登校問題について。

眠育という言葉は辞書には余り載ってい

ませんが、調べますと、健全な睡眠生活の

実現、健康の確保が図られるよう、睡眠に

関するさまざまな知識や正しい情報を身に

つけるための学習や取り組みを指していま

す。

近年、規則的な睡眠リズムを維持できな

い子供がふえてきており、成長が進むにつ

れて、不登校や引きこもりといった社会的

な生活を妨げる一因になっています。睡眠

不足が不登校にも影響しているという医学

的な考え方もあります。将来を担う子供た

ちの健全育成をいかに推進していくか、眠

育と不登校との関係についても調査し取り

組む必要があると考えますが、今後の取り

組みについてのお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

以上３点、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 坂田

議員の御質問に答弁いたします。

初めに、学力テストの格差についてであ

りますが、平成２７年１１月２５日に北海

道教育委員会による、平成２７年度全国学

力・学習状況調査北海道版結果報告書が公

表されました。美幌町の結果については、

既に町広報やホームページにおいて結果の

概要をお知らせしているところですが、

小・中学校いずれの教科も全国・全道の平

均正答率を下回っており、依然として厳し

い状況が続いていると言わざるを得ませ

ん。

現在、道教委からの具体的な働きかけや

支援策はありませんが、年間を通じてオホ

ーツク教育局指導主事や町指導主事による

学校訪問を行い、学校における学習内容の

定着を図るための授業改善指導を実施して

おります。

教育委員会といたしましては、子供たち

に基礎的・基本的な学力の定着が図られま

すよう、放課後の補充学習や長期休業中の

学習サポート事業などの各種事業等を継続

して実施してまいります。

また、美幌町においても、生活習慣や学

習環境等に関する質問紙調査の結果で、平

日一日当たり１時間以上家庭学習をしてい

る児童生徒の割合は全国平均を下回り、テ

レビ・ゲームに費やす時間は、全国平均を

上回っていることから、家庭・地域に向

け、望ましい生活習慣の確立と家庭学習の

習慣化を図るための啓発活動に努めてまい

ります。

次に、学校司書の配置についてでありま

す。

平成９年の学校図書館法の改正に伴い、

１２学級以上の学校に司書教諭の配置が義

務づけられ、その後、平成２６年には、学

校には司書教諭のほか、学校司書を置くよ

う努めなければならないとされたところで

あります。

各学校においては、校長が司書教諭を命

じているものの、司書教諭は学級担任など

を兼務しているのが現状で、図書館業務を

専任する学校司書としての配置とはなって

おりませんが、司書教諭が児童生徒と一体

となって、学校図書館の整備に力を入れて

おり、すばらしい学校図書館ができ上がっ

てきております。

本町では、町の図書館と連携して、学校

図書館の運営管理を補完するという観点か

ら、図書館司書が学校を訪問して、学校図

書館の運営や選書などのほか、簡易な学校

図書館の電算システムの導入支援や、各学

校における学級文庫や、各授業で使用する

図書や資料等の貸し出しなども行っており

ます。あわせて、１年生入学時に絵本をプ

レゼントするブックセカンド事業の実施、

ボランティアによる朝の自習時間における

読み語りを支援するなど、各学校との連携

を図りながら、子供たちの読書活動の推進

につながる取り組みを行っているところで

あります。
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今後におきましては、各学校に学校司書

を配置することは、財政的に厳しい状況に

ありますが、町の図書館との連携をなお一

層図りながら、図書館司書が学校を巡回

し、学校司書の役割を担うことも検討して

まいりたいと考えております。

次に、眠育と不登校問題についてであり

ますが、子供たちが健やかに成長していく

ためには、適切な運動、調和のとれた食

事、十分な休養・睡眠が大切であります。

生活習慣の乱れが、学習意欲や体力・気力

の低下の要因の一つとして指摘され、平成

１８年から「早寝早起き朝ごはん」国民運

動が推進され、本町でもこの取り組みを進

めてきているところです。

また、文部科学省では、生活習慣の乱れ

による心身の不調等が、さまざまな問題行

動等へのリスクを増加させる可能性が懸念

されていることから、全国８００校を抽出

し、平成２６年１１月に睡眠を中心とした

生活習慣と子供の自立等との関係性に関す

る調査を実施してきたところであります。

この調査では、睡眠を含めた生活習慣の乱

れは、不登校ばかりではなく、さまざまな

問題行動等へのリスクを増加させるという

結果が見られることから、教育委員会とい

たしましては、この結果を参考にしなが

ら、学校での生活指導はもとより、学校だ

よりや保健だよりを通じて規則正しい生活

習慣を身につけられるよう、家庭への啓発

活動も継続して進めてまいります。

以上、御答弁いたしましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） まず最初の学力

テストの格差について再度質問をさせてい

ただきます。

学力テストの格差については、上杉議員

が私の前で全部質問をしておりますので、

少々角度を変えて質問をさせていただきた

いと思っています。

御答弁いただきましたように、結果につ

いては家庭では十分知らされております

し、教職員間についても、しっかりと受け

とめられているのだろうとは思っていま

す。ただ、残念なことに、厳しい状況には

間違いないということだけは、私も認識さ

せていただいております。

子供たちの基本的・基礎的な学力の定着

が図れるように、学習サポート事業などを

行っているということは、私も理解をして

いるところであります。ですが、家庭学習

の平均時間が一番短い、ゲームに費やす時

間が長いということでは、残念なことでは

あるのですけれども、このことについて

は、一番先に家庭内で取り組まなければな

らない問題だと思っています。

本当に望ましい生活習慣化を図るために

は、家庭の中が基本ではないかと思ってい

るのですが、やはり家庭だけに任せておけ

ない部分もありますので、啓発活動という

のは、ずっと続けていかなければならない

問題ではないかと認識しているところであ

ります。子供によっては、学習の内容につ

いて早く理解できる子と、それから、なか

なか時間を要しながら理解をする子、さま

ざまな子がいると思うのですけれども、そ

ういう子供たちのためには、やはり秘めた

力を引き出すために、何らかの手段・方法

を考えていかなければならないことではな

いかと思っています。例えば、上杉議員の

ときの答弁にありましたように、放課後学

習対策とか、それから長期的な休みのとき

に、支援活動をすることも大事かと思いま

す。

美幌町は去年、農大生とか、そういった

大学生がボランティア活動で休みの期間の

何日間か協力をしていただいているという

のは、私も理解をしているところなのです

が、ただ、短期間にやる支援活動と、それ

から継続的にやっていく支援活動の内容が

随分違ってきて、子供たちの理解もそれな

りに効果がある場合と、それから効果が薄
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い場合とがあると思うのですが、そういう

ことについて、教育委員会として考え方が

ありましたらお聞かせいただきたいと思い

ます。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 学習のサポート

的な部分をどうするかという御質問だと思

います。

今、継続的に毎日実施されているのが、

放課後の部分で、教員のＯＢにお願いをし

て各小学校でやっているという部分、それ

から、短期的な部分でいけば、農大生を使

ったサポート事業をやっているということ

であります。

なかなか今の中では、こういうサポート

以外で、学校でやっていくというのは、本

当に先進的な事例では、例えば休み時間と

か給食が終わった昼休みの時間にどういう

ふうにするかとか、そういうことを学校自

体が考えていかないと難しいかという部分

が出ております。ですから、学校の先生方

がかかわる部分以外では、ある程度どこで

も皆さんやっているし、私どももやってい

ます。

今度は、学校自体の部分で、休み時間、

朝については、私どもは結構やっておりま

すので、先ほど上杉議員のときにお話しさ

れた花川小学校のように、お昼休みの給食

が終わってから、わからない子には先生方

がかかわって指導するとか、それと、もう

一歩進んで、今、試験的に小学校でやり始

めている習熟度別指導では、特に今は数学

の差がひどくなっているので、数学におい

ては、例えば、先ほど坂田議員が言ってい

た、理解の早い子と遅い子に分けて教える

という試みをやっております。最終的にそ

れをやっていかないと、なかなか基本的な

基礎学力がつかないのではないかというの

が私の今の考えでございます。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今、答弁いただ

きましたように、一番問題なのは、早く理

解できる子、それから時間を必要とする子

の差が、今かなり大きくなってきていると

いう現実があります。ただ、それも学校内

でどの程度支援できるのか、そこが一番問

題ではないかと思うのです。例えば、放課

後毎日そういうことが可能なのか、それと

も今言われたように、２０分ぐらいの休み

時間を利用してできるのか、そこら辺のこ

とが非常に問題になり、取り組みの内容に

よっては異なってくるかというように思い

ます。

私は新聞等で、例えば、学力がトップな

状況で取り組んでいるところの内容もいろ

いろ聞いてはいるのですけれど、ただ、本

当にそれが美幌で通用するのかということ

も一つ心配されます。

例えば、放課後、毎日そういう支援活動

をするとなれば、いろいろ支障が出てくる

かという思いで、少し調べました。空き店

舗を利用して、塾の先生とか、それから学

校の退職者の人に協力をいただくとか、幼

稚園とか保育園の先生方に協力をいただく

という体制もできないわけではないかと思

うのですが、空き店舗だとか、町で空いて

いる施設などを利用して、支援活動ができ

る状況にあるかどうか、そのことについて

はいかがお考えでしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、学校だけで

は難しいという話は私もそのとおりだと思

います。ただ、まだ学校の中でいろいろや

らなければならない、それから、やれるこ

とはまだまだあるという認識は持っており

ます。それは当然、校長それから教員の方

が十分に話し合いの中でという部分であり

ます。それ以外に対して、地域の子供たち

のこれから社会の中で生きていくための基

礎能力ということを考えたときに、全てが

学校だけではないという話で、多分、今、

坂田議員がおっしゃられたという部分にお

いてはもっともだと思いますし、例えばそ
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ういう環境、言うならこれは、吉住議員が

以前に質問されたことがあるのですけれど

も、学校外でそういう教える人たちがいる

はずだから、そういう人たちの環境をつく

ってかかわってあげたらどうだということ

は質問されていて、そのときにはそういう

環境をつくれるのであれば、やっていきた

いという思いはあります。ですから、今、

本当にそういう教えてくれる方、それから

かかわってくれる方、それから学び直し、

例えば、そこまでいかなくても小さな低学

年であれば、九九とかそういうものを高齢

になったときに、変な話ではありますが、

自分の認知を少なくするために、お互いに

学び直ししようとか、そういうような環境

を私どもの明和大学とか、そういう中でつ

くっていけたらとか、そういう話はいろい

ろと投げかけをしているので、地域の人た

ちがかかわってくれることを前提に、いろ

いろなことは考えていきたいと思っていま

す。

場所としては施設がありますので、何と

でもという言い方はおかしいですけれど

も、対応はできるかと思っております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 例えば、そうい

う施設を利用して、取り組みとして支援活

動ができるのであれば、できるだけ早い段

階で取り組んでいただきたいという思いは

持っています。

それともう１点ですが、今現在、教員の

雑用が多くて、児童一人一人に向き合う時

間がなくなってきているという声も上がっ

ていますが、子供と向き合える時間を確保

するためには、やはり運営の仕方、それか

ら学校内でのいろいろな中身について、私

たちはわからないところではありますが、

そういう内容について教育長は把握されて

いて、そういうことに対しての取り組みは

できるものなのか、そこら辺のことについ

て考え方がありましたらお聞かせいただき

たいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） それぞれの先生

方が非常に今、業務だけではなくていろい

ろなことをしなければならないという話は

聞きます。私もできるだけ学校に行って、

見せていただくことはしておりますけれど

も、なかなか先生方と個々で一緒にお話を

するということは、今のところほとんどし

ていないかもしれません。

ただ、いつも言っているのは、それは教

員の方々ではなく、校長・教頭たちに言っ

ているのは、先生方が本当に忙しいのであ

れば、何が忙しいのかをはっきりして、そ

れを学校としてどういうふうに解決できる

かをきちんとやってくださいという話は

常々しております。その中で、例えば、指

導という部分においては、こういう部分で

は大変だと。具体的な話で言えば、私ども

は町として、町長の一つの判断で３５人学

級をしています。それは、そういう意味で

いけば、本当に子供と少しでも接する中で

いけば、受け持つ先生は子供が少ないほう

がいいのは当たり前であって、きめ細やか

なことができるということでは、一生懸命

私どもが努力できることは努力しているわ

けであります。あとは、先生がいかに何に

困っているかということをきちんと話さな

ければいけないというか、向き合っていた

だきたい。それは当然、校長も先生方に向

き合わなければいけないですし、私ども教

育委員会も向き合わなくてはいけない。や

はりこれからは、全体、学校として、それ

から教育委員会として、それが町としての

チーム力を上げなければ難しいという認識

の中では、私も努力しますけれども、先生

方にも特定な思いとかではなくて、目的は

子供たちをどうするかということでの到達

点にきちんと目を向けて、話し合うことが

必要だと思います。今、話し合いをしてい

ないということではなくて、そういうふう

に思っています。
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○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今の答弁をいた

だいたとおり、やはり学校内では、学校の

中でいかに先生たちが子供たちの学力向上

のために、どんな活動をすればいいかとい

うことを考えていただきたいのと、先生自

身もいろいろと先進地がたくさんあります

ので、研修したり、研さんしたりして、自

分の力をつけていただきたいというのが基

本的な私の考え方です。それを言ってしま

えば終わりかとは思うのですが、子供たち

もさまざま、先生たちもさまざまだと思う

ので、やはり一つの目標に向かうために

は、みんなで力を合わせてその目標に向か

っていくように、何とか取り組んでいただ

きたいという思いで、この質問を終わらせ

ていただきます。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 先生方には本当

に真摯にきちんと向き合って、目的が子供

たちの将来に向けて、基本的な基礎力をつ

けるということに対して、一緒に努力をし

ていきたいと思います。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 次、二つ目の学

校司書の配置について、再度質問をさせて

いただきますが、文部科学省が６月に発表

した２０１４年５月の時点で、都道府県別

公立学校司書配置状況によりますと、道内

は小・中・高まで、いずれも全国平均を大

幅に下回っています。中でも、高校の配置

率は１.３％で最下位、小学校・中学校はい

ずれもワースト３。

配置率が低迷している点について道教委

は、市町村の財政状況が厳しく配置が進ま

なかったり、司書としての専門的な知識を

持っている人が少なかったりすることが背

景にあるとは見ていますが、本年度は学校

司書や学校職員などを対象にした研修の実

施や、学校司書を配置していない市町村に

対し、個別に配置を呼びかけていくとして

いますが、道に財政的支援を含め、要望し

ていく必要があると思いますが、この点に

ついてはいかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） ２６年度から

学校司書の設置についてが努力目標となっ

ております。その中で今年度に入りまし

て、オホーツク教育局から学校司書の設置

について回ってきまして、話はお聞きして

おります。財政措置も一応されているとい

うことなのですけれども、なかなか厳しい

状況かと思っております。

今、図書館が学校との連携の中で、学校

図書館の相談業務や整理について、必死に

なって支援をしてきております。そういう

中で、学校司書の配置については、図書館

が一部その機能を担うような形になってお

りますけれども、図書館の人的な部分も含

めて体制を整備する中で、この学校司書の

機能の部分を、何とか支援なりができれば

というようなことで、今、検討をしている

ところでございます。なかなか人材の確保

も難しいところがあるかと思いますけれど

も、努力をしていきたいと思っておりま

す。

あと、財政的な部分でいきますと、交付

税措置がなされているということをお聞き

しております。そういう対応の中で、道に

要望の関係で、具体的な部分で必要な部分

について、財政的な支援という部分につい

ては改めて要望をしていきたいと思ってお

ります。以上でございます。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 答弁の中で、図

書館司書が学校を訪問して運営に当たって

いることについては十分理解をしていると

ころなのですが、配置に積極的な自治体か

らは、図書の貸し出しがふえた、子供たち

が調べる力がついたとか、図書に関心を持

つ子がふえ図書室に頻繁に足を運ぶように
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なったという効果を認める声がたくさん上

がっていますので、そのような中で学校司

書が難しいとするならば、図書館司書を常

において、各学校に対応しやすくする方法

もあるのではないかと思うのです。

やはり、子供たちに本の興味・関心を持

ってもらうためには、身近にいて指導・ア

ドバイスをしてあげる必要があると思うの

ですが、その点についてはいかがでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 図書館司書を配

置するということで効果が認められるとい

うことは、私も理解をしております。最初

の答弁書にも書いたのですけれども、なか

なかそれを個々の学校に配置するのは難し

い。そして、今御提案の、図書館の司書が

という部分においては、まずは、私どもは

第１段階の分はやっていると理解しており

ます。非常に一生懸命やっていると思って

います。

近隣においては、網走市とか斜里町が、

図書館で雇用した司書が学校を回って学校

に常駐して、何校かそこにいていただい

て、かかわっているというパターンがある

ので、美幌町においてもそういう検討はし

ているところであります。

ただ、予算的なことにもかかわる部分が

あるので、これをどうするということは、

なかなか今は言える状況ではありませんけ

れども、他のやっている先進的な事例はあ

る程度研究をし終わった部分がありますの

で、今後また、町長といろいろなお話をし

ていきたいと思っております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 北海道の中で

も、やはり学校司書を置いているところの

取り組みというのは、図書の貸し出し、そ

れから子供たちが積極的にいろいろな活動

にもつなげているといういい事例がたくさ

ん載っています。そういうところでは、学

校司書の仕事というのは、子供や教員への

対応も必要であるということで、片手間で

はできない仕事ではないかと思いますの

で、正規職員を本当は配置していただきた

いところなのですけれども、地域によって

は、嘱託職員で対応をしているところもあ

りますので、そういうところも含めて検討

していただきたいと思います。嘱託職員で

も対応している自治体がありますので、そ

ういうところについての考え方というのは

あるかどうか、お聞かせいただきたいと思

います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 図書館について

は、予算執行という部分でいけば、町長部

局でございますけれども、いろいろと配慮

をいただいていると私は理解しておりま

す。配置的にも、まだまだ少ない部分も見

受けられはするのですが、ではどこが一つ

の線引きかということでは、今、十分内部

で話をしているところであります。

今、多く図書館にお願いをしていること

というのは、今回の学習状況調査でもあり

ますけれども、読書は好きですかという

と、美幌の子供たちは非常に低いのです。

ただ、図書館がいろいろなプログラムをや

っているのは、他の近隣よりも多くのこと

をやっていただいています。例えば、読み

聞かせを学校に出向いたり、学校のクラス

の本の選書は全部図書館がやっておりま

す。そういう意味では、図書館の重要性は

十分私も認めていますし、町長も理解をし

ていると思っていますので、どういう形で

今後やっていくかというのは、先ほども言

いましたけれども、お金のかかる部分も出

てくるので、今こういうふうにということ

の答弁は避けたいと思っています。

いずれにしても、学校にかかわる司書を

何とかふやすことができればいいというの

は教育委員会の思いではありますけれど

も、それが実現するかどうかは、また今後

十分に、思いだけではなくて裏づけをきち
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んと町長部局に説明をして、かつ皆さんが

御理解いただければという形になるかと思

っております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） いずれにして

も、学校にある図書館ですので、子供たち

がそこを十分活用できる、そのような環境

を整備してもらうことが一番大事だろうと

思っていますので、今後の取り組みに期待

をしたいと思います。

それでは最後の、眠育と不登校問題につ

いて質問をさせていただきます。

こういう問題は、基本は家庭生活にある

とは思っています。ですが、規則的な睡眠

リズムを維持できない子供がふえてきてい

るのも、現実としてあります。

改めて申し上げる必要はありませんけれ

ども、睡眠は精神的・肉体的な健康を保

ち、生体リズムを調整する働きを解明され

ておりますし、睡眠異常と鬱病や発達障害

などとの関係性も指摘されております。成

長期である乳幼児期の睡眠や生活リズムが

身体や精神の発達に大きく影響を与えてい

るものと思われます。

文科省の実態調査によりますと、不登校

児童生徒の中で、不登校のきっかけとし

て、朝起きられないなど、生活リズムの乱

れが原因であると答えた割合が３４.２％、

不登校継続の理由として、同じく生活の乱

れが原因であると答えた割合が３３.５％あ

りました。それぞれ高い割合を示していま

す。

不登校になったために不規則な睡眠とな

るのか、不規則な睡眠が原因で不登校にな

るのか、因果関係については不明な点もあ

りますが、睡眠と不登校や引きこもりに

は、何らかの関連性があるものと考えてい

るところです。

睡眠を含めた規則正しい生活習慣の重要

性について、指導の継続を願うものです。

今後の取り組みに期待をしたいと思いま

す。そのことについて、考え方がありまし

たらお聞かせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今回、眠育とい

う言葉を教えていただきました。私も正直

そういう言葉というのを理解はしておりま

せんでした。

ただ、睡眠がどういうふうに影響するか

ということは十分理解しているつもりであ

りますし、文科省が平成１８年に言ってお

ります「早寝早起き朝ごはん」は基本的な

話で、これをきちんとやろうということ

で、ずっと言い続けてきております。

今回、睡眠と不登校ということをお話し

されましたけれども、確かに、不登校の原

因となりうるけれども、不登校で睡眠が第

一原因になるということは、認識を新たに

しなければならないのかと思っておりま

す。ですから、今、睡眠についての学習を

一つの教育プログラムに持とうという動き

があって、小学校でやっているところもあ

ります。

それから、実際に眠育ということに対し

て、治療を含めて不登校との関係をいろい

ろ調べて書かれた先生の書物を何冊か読ま

せてもらった中で、確かに、結果的に眠れ

ないということによって治療が必要です

と、そこに最後書いてあるのは、眠れると

いう治療が終わったとしても、不登校が解

消されるということではないことだけは、

きちんと理解してくださいというように書

いてあります。それは私もそのとおりだと

思っています。

ですから、眠育、言うなれば睡眠をとる

ということは大事なことだという整理と、

それから不登校の子供を多くさせないため

には、別な意味でいろいろなことをきちん

とやっていかなければならないと思ってお

ります。兼ね合いということで、一時的要

素は非常に少ないということは再度きちん

とした中で、規則正しい生活がとれるよう

にきちんと努力したいと思います。
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○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 私も不登校が全

て睡眠不足から来るとは認識してはおりま

せんけれども、原因の一つとして、それは

可能性としては強いかと思っています。改

めてここで眠育というのを取り上げたの

は、本当に家庭の中までこういう指導がで

きるかというと、非常に難しいものが確か

にあるのですが、やはり、どこかで誰かが

そういうことを言い続けていかないことに

は、なかなか問題として解決できないもの

があるのではないかと思っています。取り

組むとすれば、小さいときからの教育とい

うのが大事ではないかという思いがあっ

て、今回質問をさせていただきました。

ですから、本当に眠育が不登校問題と直

接と言われたら、私のほうでも何とも申し

上げられませんが、関連性が深くあって今

後の取り組みとして継続した取り組みとい

うのが絶対的に必要だという思いがありま

すので、今回改めて質問をさせていただき

ました。この点についても、今後継続して

いただくこと、取り組む内容によっては解

決できる問題もあるかと思いますので、こ

れからの取り組みに期待をしたいと思いま

す。

以上で、私からの質問を終わらせていた

だきます。

○議長（大原 昇君） これで、９番坂田

美栄子さんの一般質問を終わります。

以上で、本日の一般質問を終わります。

―――――――――――――――――――

◎散会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

御苦労さまでした。

午後 ３時１３分 散会  
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